
中
世
に
お
け
る
葬
送
の
僧
俗
分
業
構
造
と
そ
の
変
化

ー
コ
向
僧
沙
汰
」
の
検
討
を
通
し
て
f

島

津

毅

中世における葬送の僧俗分業構造とその変化（島津）

門
要
約
】
　
本
稿
は
、
中
世
に
お
け
る
葬
送
形
態
と
し
て
の
僧
俗
分
業
構
造
と
そ
の
変
化
の
実
態
を
解
明
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
従
来
の
研
究
で
は
、

十
四
世
紀
前
半
を
境
に
入
棺
・
茶
毘
・
豚
骨
等
の
葬
送
に
携
わ
る
者
が
顕
密
僧
か
ら
禅
律
僧
に
変
化
し
、
そ
れ
は
密
密
僧
が
触
職
を
愚
呈
し
た
た
め
だ
と

理
解
さ
れ
て
き
た
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
理
解
に
は
葬
送
の
執
行
者
と
し
て
俗
人
が
充
分
に
位
置
付
け
ら
れ
て
お
ら
ず
、
ま
た
中
世
後
期
の
葬
送
で
盛
ん
に

用
い
ら
れ
た
＝
向
僧
沙
汰
」
に
対
す
る
理
解
も
的
確
で
は
な
か
っ
た
。
本
稿
は
、
九
世
紀
か
ら
十
六
世
紀
ま
で
に
行
な
わ
れ
た
葬
送
を
対
象
に
検
討
を

進
め
た
結
果
、
中
世
の
葬
送
形
態
は
、
葬
送
全
体
を
「
一
向
沙
汰
」
す
る
奉
行
人
と
、
個
々
の
儀
礼
を
司
る
者
と
の
重
層
的
な
執
行
体
制
を
有
し
て
い
た

こ
と
、
そ
の
変
化
は
、
こ
の
両
天
に
お
い
て
俗
人
と
僧
侶
と
の
問
で
そ
れ
ぞ
れ
生
じ
て
い
た
こ
と
な
ど
を
明
ら
か
に
し
た
。
そ
し
て
、
顕
密
男
や
禅
律
僧

と
い
っ
た
僧
侶
や
親
族
・
近
臣
と
い
っ
た
俗
人
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
蟹
か
れ
た
立
場
か
ら
ど
う
死
稼
と
向
き
合
っ
て
い
た
の
か
を
明
ら
か
に
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
史
林
　
九
七
巻
六
号
　
二
〇
一
四
年
｝
一
月

は
　
じ
　
め
　
に

　
古
代
・
中
世
を
通
じ
て
仏
教
寺
院
や
僧
侶
が
葬
送
に
関
わ
っ
て
き
た
こ
と
は
広
く
知
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
先
鞭
を
つ
け
た
の
が
圭
室
諦
成

　
　
　
　
　
　
　
　
①

氏
の
研
究
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
一
九
七
五
年
に
黒
田
俊
雄
氏
が
提
起
し
た
顕
密
体
制
論
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ま
で
の
中
世
仏
教
研
究
に
お
け

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

る
宗
派
史
観
や
鎌
倉
新
仏
教
中
心
論
の
問
題
点
が
指
摘
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
問
題
が
圭
室
氏
の
研
究
な
ど
葬
祭
の
分
野
に
お
い
て
も
当
て
は
ま
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る
と
指
摘
し
た
の
が
、
大
石
雅
章
氏
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
王
家
の
葬
祭
を
研
究
の
素
材
に
取
り
上
げ
た
大
石
氏
は
、
延
暦
寺
・
興
福
寺
・
東

寺
な
ど
の
顕
密
の
中
核
的
寺
院
に
所
属
す
る
顕
密
僧
と
、
そ
れ
と
は
異
な
る
特
徴
を
持
つ
禅
僧
・
律
僧
・
念
仏
僧
と
を
対
立
軸
に
据
え
て
、
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

れ
そ
れ
の
葬
祭
に
お
け
る
機
能
を
比
較
し
、
次
の
よ
う
な
諸
点
を
指
摘
し
た
。

　
e
中
世
前
期
（
十
四
世
紀
初
め
）
ま
で
の
葬
祭
は
、
隠
密
の
中
核
的
寺
院
の
僧
が
中
陰
仏
事
と
と
も
に
入
棺
・
細
蟹
・
甲
骨
等
の
葬
送
に
深

　
　
く
関
与
し
て
い
た
。

　
口
そ
れ
以
降
の
中
世
後
期
の
葬
祭
で
は
、
遺
骸
・
遺
骨
を
直
接
扱
う
葬
送
を
一
向
沙
汰
し
た
禅
門
念
仏
僧
と
、
中
陰
仏
事
に
携
わ
る
上
帯
僧

　
　
と
の
分
業
体
制
に
変
化
し
て
い
た
。

　
日
こ
う
し
た
葬
送
の
擾
い
手
の
変
化
に
よ
っ
て
、
葬
祭
の
分
業
体
制
が
生
じ
る
の
は
死
稼
観
念
が
平
安
時
代
よ
り
室
町
時
代
に
一
層
深
化
し
、

　
　
触
繊
と
な
る
葬
送
を
顕
密
僧
が
忌
避
し
た
た
め
で
あ
る
。

　
こ
の
大
石
氏
の
見
解
は
現
在
も
主
要
な
研
究
者
に
よ
っ
て
支
持
さ
れ
、
通
説
的
地
位
を
保
っ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
原
田
正
俊
氏
は
室
町
殿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

の
葬
送
の
様
相
を
検
討
す
る
に
当
た
り
、
大
石
氏
が
提
示
し
た
枠
組
み
を
前
提
に
し
て
お
り
、
ま
た
上
島
萱
草
も
、
中
陰
仏
事
と
遺
骸
処
理
儀

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

礼
の
明
確
な
役
割
分
担
の
確
立
は
伏
見
上
皇
の
葬
送
を
画
期
と
す
る
と
し
て
、
大
石
氏
を
支
持
し
て
い
る
。
さ
ら
に
勝
田
至
氏
も
、
申
世
後
期
、

貴
族
や
上
級
武
士
の
葬
送
で
は
沐
浴
・
入
棺
・
拾
骨
な
ど
の
重
要
な
儀
礼
は
禅
僧
や
律
僧
に
任
さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
と
、
大
石
氏
の
説
を

　
　
　
　
　
⑥

援
用
し
て
い
る
。

　
と
こ
ろ
で
大
石
氏
の
七
二
の
狙
い
は
、
禅
律
念
仏
僧
の
葬
祭
に
お
け
る
機
能
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
中
世
後
期
に

お
け
る
葬
送
の
担
い
手
の
変
化
を
顕
密
僧
か
ら
禅
律
念
仏
僧
へ
の
変
化
に
収
敏
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
れ
を
達
成
し
よ
う
と
し
た
。
こ
の
た

め
、
大
石
氏
の
見
解
に
は
二
つ
の
問
題
点
を
生
む
こ
と
と
な
っ
た
。
第
一
は
、
葬
送
の
執
行
者
と
し
て
俗
人
が
充
分
に
位
置
付
け
ら
れ
な
か
っ

た
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
ば
中
世
前
期
の
葬
送
で
は
、
「
遺
骸
に
直
接
触
れ
る
入
棺
及
び
葬
送
」
を
担
っ
て
い
た
の
が
顕
密
の
中
核
的
寺
院
の

僧
で
あ
る
、
と
氏
は
指
摘
す
る
ば
か
り
で
、
俗
人
の
位
置
付
け
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
検
討
さ
れ
て
い
な
い
。
第
二
の
問
題
は
、
中
世
後
期
の
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葬
送
に
用
い
ら
れ
る
＝
向
僧
沙
汰
」
の
理
解
が
的
確
で
は
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
大
石
氏
は
、
＝
値
嵩
沙
汰
」
を
文
字
通
り
「
禅
・

律
・
念
仏
系
の
寺
院
が
葬
送
全
般
一
括
し
て
請
け
負
う
」
こ
と
だ
と
理
解
し
て
い
る
が
、
実
際
に
は
「
一
向
僧
沙
汰
」
と
称
さ
れ
た
葬
送
で
も

俗
人
が
多
分
に
関
与
し
て
お
り
、
氏
の
理
解
が
充
分
で
は
な
い
と
分
か
る
。
そ
の
結
果
、
中
世
後
期
の
葬
送
を
「
聖
徳
立
場
に
あ
る
禅
僧
・
律

僧
・
念
仏
僧
」
が
担
う
こ
と
に
な
る
、
と
の
平
板
な
理
解
を
提
起
す
る
だ
け
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
大
石
氏
が
解
明
を
試
み
た
、
中
世
顕
密
体
制
内
に
お
け
る
顕
密
僧
と
禅
律
念
仏
僧
の
機
能
も
、
葬
送
を
通
し
て
考
察
す
る
以
上
、

本
来
は
俗
人
と
の
分
業
関
係
を
検
討
の
中
軸
に
据
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
大
石
氏
の
問
題
点
を
克
服
し
て
検
討
を
進
め

て
い
く
と
き
、
葬
送
を
執
り
行
う
形
態
が
僧
侶
と
俗
人
と
に
よ
る
重
層
的
な
構
造
で
あ
る
こ
と
も
明
ら
か
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
こ
の
と

き
顕
若
僧
に
よ
る
葦
子
の
忌
避
が
、
中
世
後
期
に
お
け
る
葬
送
の
担
い
手
が
変
化
し
た
要
因
で
あ
る
と
さ
れ
た
点
も
、
再
考
が
必
要
と
な
る
で

あ
ろ
う
。
よ
っ
て
、
以
上
の
観
点
か
ら
本
稿
で
は
次
の
三
点
を
課
題
と
し
た
い
。

　
第
一
に
、
中
世
前
期
及
び
後
期
に
お
け
る
葬
送
の
担
い
手
と
し
て
、
顕
客
僧
や
禅
話
念
仏
僧
の
他
、
親
族
や
近
臣
な
ど
の
俗
人
が
ど
の
よ
う

に
関
与
し
て
い
た
の
か
、
そ
の
実
態
を
明
ら
か
に
す
る
な
か
で
個
別
的
な
儀
礼
に
お
け
る
僧
俗
の
分
業
の
あ
り
方
を
解
明
す
る
。

　
第
二
に
、
葬
送
を
「
一
向
僧
沙
汰
」
す
る
こ
と
が
意
味
し
た
内
容
を
明
ら
か
に
し
、
中
世
の
葬
送
を
執
り
行
う
僧
俗
の
分
業
形
態
が
重
層
的

な
構
造
で
あ
っ
た
こ
と
を
解
明
す
る
。

　
第
三
に
、
中
世
後
期
に
お
け
る
葬
送
形
態
の
変
化
が
、
触
稼
と
な
る
葬
送
を
顕
下
僧
が
忌
避
し
た
た
め
だ
と
す
る
、
こ
れ
ま
で
の
理
解
が
妥

当
で
あ
る
か
再
検
討
す
る
。

　
そ
こ
で
本
稿
は
、
葬
送
儀
礼
の
な
か
で
も
直
接
遺
骸
・
薦
骨
に
手
を
触
れ
、
触
繊
が
問
題
と
な
る
沐
浴
・
入
棺
・
薬
毘
・
拾
骨
・
納
骨
の
五

　
　
　
　
　
　
⑦
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

つ
に
焦
点
を
絞
り
、
僧
侶
は
顕
密
僧
と
禅
律
念
仏
講
、
俗
人
は
親
族
と
近
臣
に
分
け
て
葬
送
の
分
業
構
造
と
そ
の
変
化
を
検
討
す
る
。
分
析
対

象
と
す
る
年
代
は
九
世
紀
か
ら
十
六
世
紀
ま
で
、
被
葬
者
は
王
家
だ
け
で
な
く
公
家
・
武
家
の
葬
送
事
例
も
含
め
て
考
察
す
る
。
な
お
、
遺
体

を
焼
く
「
茶
毘
」
と
の
言
葉
は
、
中
世
後
期
に
は
「
葬
送
」
と
同
じ
意
味
で
使
用
さ
れ
る
場
合
も
多
い
が
、
本
稿
で
は
遺
体
を
焼
く
意
味
に
限
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⑨

窮
し
て
使
用
す
る
。
ま
た
、
禅
僧
・
律
僧
・
念
仏
僧
は
一
括
さ
れ
得
る
存
在
で
あ
り
、
浄
土
宗
も
「
禅
律
」
の
枠
組
み
に
包
摂
さ
れ
る
傾
向
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

あ
っ
た
と
、
近
年
指
摘
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
本
稿
は
禅
僧
・
律
僧
・
念
仏
僧
を
総
称
す
る
も
の
と
し
て
「
禅
律
僧
」
と
の
語
句
を
用
い
る
。

①
生
塁
壁
成
「
葬
式
法
要
の
発
生
と
そ
の
社
会
経
済
史
的
考
察
」
（
噸
日
本
宗
教
史

　
研
究
』
隆
章
閤
、
一
九
三
三
）
。

②
里
…
田
俊
雄
「
中
世
に
お
け
る
顕
密
体
鋼
の
展
開
扁
（
璽
…
田
俊
雄
著
作
集
第
二
巻

　
顕
密
体
制
論
』
法
蔵
館
、
…
九
九
四
。
初
出
は
一
九
七
五
）
。

③
大
石
雅
章
「
顕
密
体
制
内
に
お
け
る
禅
・
律
・
念
仏
の
位
置
扁
（
『
日
本
中
世
社

　
会
と
寺
院
』
清
文
堂
、
二
〇
〇
四
。
初
出
は
一
九
八
八
）
。
以
下
、
氏
の
見
解
は

　
す
べ
て
本
論
文
に
よ
る
。

④
原
田
正
俊
門
中
世
後
期
の
国
家
と
仏
教
」
（
『
日
本
中
世
の
禅
宗
と
社
会
』
吉
川

　
弘
文
館
、
一
九
九
八
）
、
同
「
中
世
の
禅
宗
と
葬
送
儀
礼
」
（
㎎
前
近
代
日
本
の
史

　
料
遺
産
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
研
究
集
会
報
告
集
解
、
二
〇
〇
三
）
。

⑤
上
島
享
山
王
〉
の
死
と
葬
送
」
（
『
日
本
中
世
社
会
の
形
成
と
王
権
幽
名
古
屡

　
大
学
繊
版
会
、
二
〇
一
〇
）
。

⑥
勝
田
至
「
中
世
後
期
の
葬
送
儀
礼
」
（
『
日
本
中
世
の
墓
と
葬
送
』
吉
州
弘
文
館
、

　
二
〇
〇
六
）
。

⑦
本
稿
で
は
、
ひ
と
ま
ず
こ
れ
ら
儀
礼
に
携
わ
る
入
と
は
、
た
と
え
ば
入
棺
で
あ

　
れ
ば
遺
体
を
実
際
に
棺
へ
納
め
る
人
、
薬
毘
は
遺
体
に
着
火
す
る
人
、
納
骨
は
遺

　
骨
を
直
接
奉
持
す
る
人
な
ど
を
指
し
、
こ
れ
ら
を
補
助
、
あ
る
い
は
還
従
す
る
人

　
は
含
め
な
い
こ
と
と
す
る
。

⑧
本
稿
で
は
、
親
族
と
は
自
ら
の
血
縁
と
姻
族
を
合
わ
せ
た
も
の
と
す
る
。
た
だ

　
し
、
王
家
の
外
戚
も
親
族
に
は
な
る
が
、
公
家
や
武
家
出
身
の
外
戚
が
王
家
と
な

　
る
こ
と
は
な
い
の
で
、
そ
れ
ら
は
近
臣
と
す
る
。
他
方
、
僧
侶
と
は
葬
送
を
職
分

　
と
し
て
行
っ
た
か
否
か
で
判
断
し
、
故
人
の
親
族
な
ら
僧
侶
で
は
な
く
親
族
と
し
、

　
日
頃
、
近
侍
の
僧
で
も
近
臣
と
は
せ
ず
僧
侶
と
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
近
臣
と
は

　
親
族
で
は
な
い
（
王
家
の
外
戚
で
王
家
以
外
の
出
身
者
は
含
む
）
、
故
人
に
近
侍

　
し
た
俗
人
と
す
る
。

⑨
　
た
と
え
ば
、
一
条
兼
合
が
十
五
世
紀
に
著
し
た
魍
尺
素
往
来
㎞
（
『
群
書
類
従
㎞

　
九
）
に
は
、
沐
浴
を
は
じ
め
納
骨
等
の
儀
式
ま
で
も
列
挙
し
、
そ
れ
を
「
葬
礼
茶

　
毘
之
儀
式
扁
と
称
し
て
い
る
。

⑩
林
譲
「
黒
衣
の
僧
に
つ
い
て
」
（
噸
日
本
中
世
政
治
社
会
の
研
究
㎞
馬
蹄
省
類
従

　
完
成
会
、
一
九
九
】
）
、
大
塚
紀
弘
「
中
世
「
禅
律
」
仏
教
と
「
黄
教
律
」
十
宗

　
観
扁
（
『
中
世
禅
律
仏
教
論
臨
山
川
出
版
社
、
二
〇
〇
九
）
。
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第
【
章
　
中
穫
前
期
に
お
け
る
僧
俗
の
分
業
形
態

第
［
節
　
顕
密
僧
と
俗
人
の
分
業

次
に
引
用
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

『
称
光
天
皇
御
葬
礼
記
憶

の
一
節
は
、
正
長
元
年
（
一
四
二
八
）
称
光
天
皇
の
葬
送
に
際
し
て
の
記
事
で
あ
る
。

保
元
巳
来
迄
二
嘉
元
…
下
御
已
前
有
二
導
師
呪
願
之
儀
↓
是
寄
僧
等
参
会
之
故
也
、
編
垂
元
三
・
文
保
已
来
異
門
奉
行
臼
後
無
二
此
事
ハ
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こ
れ
に
よ
れ
ば
、
の
保
元
元
年
（
＝
五
六
）
鳥
羽
上
皇
の
葬
送
か
ら
嘉
元
二
年
（
一
三
〇
四
）
後
深
草
法
皇
の
葬
送
ま
で
は
、
繁
華
す
な
わ
ち

顕
密
僧
等
が
参
会
し
、
御
車
か
ら
御
守
を
移
す
以
前
に
導
師
呪
願
の
儀
が
行
わ
れ
て
い
た
。
口
嘉
元
三
年
の
亀
山
上
皇
の
葬
送
や
文
保
元
年

（一

O
一
七
）
伏
見
上
皇
の
葬
送
以
降
は
、
そ
れ
が
行
わ
れ
ず
多
門
が
葬
送
を
奉
行
し
た
、
と
記
し
て
い
る
。
確
か
に
亀
山
上
皇
と
伏
見
上
皇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

の
葬
送
は
、
浄
土
宗
西
山
派
の
浄
金
剛
院
僧
衆
が
執
り
行
っ
て
お
り
、
十
四
世
紀
以
降
の
葬
送
が
「
異
門
奉
行
」
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
こ
と
は

間
違
い
な
い
。
よ
っ
て
、
こ
れ
と
対
比
し
て
十
三
世
紀
ま
で
の
葬
送
を
顕
密
僧
に
よ
る
「
導
師
呪
願
前
癌
」
と
記
し
て
い
る
こ
と
は
、
そ
れ
が

中
世
前
期
の
葬
送
に
お
け
る
顕
密
僧
の
役
割
を
示
す
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
導
師
呪
願
の
儀
は
保
元
元
年
に
初
め

て
実
施
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
延
長
八
年
（
九
三
〇
）
醍
醐
天
皇
の
葬
送
を
初
見
と
し
て
（
『
西
宮
記
一
巻
ご
；
天
皇
崩
事
」
）
、
そ
れ
以
降
王

家
・
公
家
の
葬
送
で
三
十
余
の
事
例
を
確
認
で
き
る
（
表
1
）
。
こ
れ
ら
か
ら
導
師
呪
願
の
儀
が
、
中
世
前
期
の
葬
送
で
は
重
要
な
儀
礼
で
あ

っ
た
と
推
測
で
き
る
。
で
は
、
導
師
・
呪
願
師
の
両
師
は
葬
送
で
実
際
に
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
も
そ
も
導
師
呪

願
と
は
法
会
な
ど
に
願
文
表
面
を
読
む
こ
と
で
あ
る
が
、
葬
送
に
あ
っ
て
は
出
棺
か
ら
茶
壷
ま
で
の
葬
送
の
白
図
に
願
文
表
白
が
両
師
に
よ
り

読
み
上
げ
ら
れ
て
い
た
。
昼
飯
は
、
ま
ず
出
棺
の
と
き
「
打
レ
馨
啓
白
」
（
増
補
史
料
大
成
『
中
右
記
馳
嘉
祥
二
年
七
月
二
十
四
日
条
）
を
し
、
次
に

葬
場
到
着
時
に
は
「
於
二
御
車
鵬
尾
方
｝
勤
二
所
作
　
〈
導
師
左
、
呪
願
右
〉
」
（
史
料
纂
集
『
公
徳
公
記
臨
「
後
深
草
舌
面
御
記
扁
嘉
元
二
年
七
月
＋
七
日

条
）
と
、
御
車
後
方
の
左
右
に
立
っ
て
願
文
表
白
を
行
い
、
そ
し
て
埋
葬
に
際
し
て
も
遺
体
を
納
め
た
「
御
魂
面
前
」
（
示
右
記
騙
長
保
元
年
＋

二
月
五
日
）
で
そ
れ
を
行
っ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
に
導
師
呪
願
の
儀
で
、
顕
密
僧
が
遣
骸
・
遺
骨
に
直
接
触
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

　
で
は
遺
骸
・
遺
骨
に
直
接
触
れ
る
沐
浴
以
下
の
五
つ
の
儀
礼
に
顕
愚
僧
は
、
ど
の
よ
う
に
関
与
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
を
検

討
す
る
前
に
、
「
顕
密
の
中
核
的
寺
院
の
高
僧
が
、
入
棺
・
葬
列
へ
の
参
加
・
茶
毘
・
拾
骨
と
い
う
葬
送
に
」
深
く
関
わ
っ
て
い
た
と
し
て
、

大
石
氏
が
提
示
し
て
い
た
事
例
に
対
す
る
氏
の
理
解
が
、
必
ず
し
も
妥
当
で
は
な
い
こ
と
を
最
初
に
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
た
と
え
ば
一
条
法

皇
の
入
棺
に
つ
い
て
、
大
石
氏
は
『
御
堂
関
白
記
』
（
大
日
本
古
記
録
）
寛
弘
八
年
（
一
〇
＝
）
六
月
二
十
五
日
豊
の
次
の
一
節
を
引
く
。
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表
1
・
顕
密
僧
と
俗
人
の
担
っ
た
葬
送
儀
礼

恥

薩
　
暦

葬
礼
年
月
日
／
没
月
日
　
（
○
数
字
は
聞
月
）

死
　
　
者

滋
師
呪
願

木
　
谷
」
ぞ
　
　
　
　
■
≧

入
　
棺

祭
毘
埋
葬

拾
　
骨

納
　
骨

典
拠
・
備
考
（
年
一
葬
送
と
同
じ
年
な
ら
雀
略
）

〈
1
＞

八
〇
六

延
暦
2
5
・
4
・
7
／
3
・
1
7

橿
武
天
皇

○

『
B
本
後
紀
』
3
・
1
8

〈
2
＞

九
三
〇

延
長
8
・
1
0
・
1
0
／
9
・
2
9

醍
醐
天
皇

☆

○

○

○

1

一

『
四
三
記
』
巻
1
2
・
「
凶
事
天
皇
崩
事
扁
（
裏
書
）

〈
3
＞

九
五
二

天
北
6
・
8
・
2
0
／
8
・
1
5

朱
雀
天
皇

☆

○
萄

○

『
醍
醐
寺
雑
事
記
』
8
・
1
5
／
8
・
2
1

〈
婆
〉

九
五
四

天
暦
8
・
1
・
1
0
／
1
・
4

太
皇
太
盾
藤
原
穏
子

○

○

『
西
宮
記
㎞
巻
1
7
「
占
者
装
束
」

〈
5
V
九
八
九

永
酢
1
・
6
・
2
7
／
6
・
2
6

藤
原
頼
忠

O

咽
小
右
心
睡
6
・
2
8

〈
6
＞

九
九
九

長
保
1
・
1
2
・
5
／
1
2
・
1

昌
子
内
親
王

☆

1

i

『
小
右
記
㎏
1
2
・
5

〈
7
＞

一
〇
〇
一

長
保
3
・
⑫
2
4
／
⑫
2
2

東
三
条
院
藤
原
詮
子

○

『
権
記
㎞
⑫
・
2
5

〈
8
＞

【
○
○
八

寛
弘
5
・
2
・
1
7
／
2
・
8
花
山
法
皇

○

『
権
記
舳
1
2
・
8

〈
9
＞

【
○
～
一

寛
弘
8
・
7
・
8
／
6
・
2
2一条
法
皇

☆

○

○
働

○
畠

○

『
権
記
睡
6
・
2
5
／
7
・
8
／
7
・
9

〈
1
0
＞

一
〇
～
～

寛
弘
8
・
1
1
・
1
6
／
1
0
・
2
4

冷
泉
天
皇

☆

○

咽
権
粕
川
1
1
・
2
6

〈
1
1
＞

一
〇
二
四

治
安
4
・
1
・
1
4
／
1
・
6
藤
原
教
通
室

○

咽
栄
花
物
語
』
巻
2
1
「
遠
く
み
の
大
将
」

〈
1
2
＞

一
〇
二
五

万
寿
2
・
4
・
1
4
／
3
・
2
5

藤
原
王
子

○

1

…

『
栄
花
物
語
』
巻
2
5
「
み
ね
の
月
」

〈
1
3
＞

～
○
二
五

万
寿
2
・
8
・
1
5
／
8
・
5

藤
原
嬉
子

☆

○

○

○

『
栄
花
物
語
』
巻
2
6
「
楚
王
の
ゆ
め
」
、
『
小
右
記
㎞
8
・
1
6

〈
1
4
＞

一
〇
二
七

万
寿
4
・
9
・
1
6
／
9
・
1
4

皇
太
后
藤
原
研
子

☆

○

○

『
栄
花
物
語
勲
巻
2
9
讐
た
ま
の
か
ざ
り
扁
『
小
右
記
臨
9
・
1
7

〈
1
5
＞

一
〇
二
七

万
寿
4
・
1
2
・
7
／
1
2
・
4

藤
原
道
長

☆

○
塵

○

『
栄
花
物
語
㎞
巻
3
0
門
つ
る
の
は
や
し
」
、
『
小
右
記
㎞
1
2
・
8

〈
1
6
＞

一
〇
三
五

長
元
8
・
6
・
2
5
／
6
・
2
2

選
子
内
親
王

☆

○

『
左
経
記
臨
6
・
2
5

〈
1
7
＞

一
〇
三
六

長
元
9
・
5
・
1
9
／
婆
・
1
7
後
一
条
天
皇

☆

○
幽

○
幽

○

『
左
経
記
㎞
5
・
1
9
／
5
・
2
0

〈
1
8
＞

一
〇
四
五

寛
徳
2
・
2
・
2
1
／
1
・
1
8

後
朱
雀
上
皇

○

『
皇
年
代
略
記
晒
2
・
2
1

〈
1
9
＞

一
〇
五
三

天
喜
1
・
6
・
2
2
／
6
・
1
1

源
倫
子

☆

○
幽

○

『
定
家
朝
臣
記
』
6
・
1
5
／
6
・
2
2
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〈
2
0
＞

一
〇
七
三

延
久
5
・
5
・
1
7
／
5
・
7

後
三
条
法
皇

○

㊥

「
水
昌
記
』
大
治
4
・
7
・
8
、
四
後
深
草
院
崩
御
記
』
7
・
1
7

〈
2
1
＞

一
〇
七
七

承
元
1
・
9
・
1
5
／
9
・
1
0

源
師
房
室

○

『
水
左
記
』
9
・
1
6

〈
2
2
＞

一
〇
九
四

嘉
保
1
・
2
・
5
／
1
・
1
6
陽
明
門
院
禎
子
内
親
王

☆

○

『
中
右
記
』
2
・
6

〈
2
3
＞

｝
〇
九
六

永
長
1
・
8
・
1
6
／
8
・
7
郁
芳
門
院
建
子
内
親
王

☆

○

『
中
右
記
』
8
・
1
6

〈
2
4
＞

一
～
〇
三

康
和
5
・
2
・
3
／
1
・
2
5
藤
原
政
子

☆

○

『
中
右
記
㎞
2
・
3

〈
2
5
＞

一
一
〇
三

康
和
5
・
3
・
2
1
／
3
・
1
3

源
隆
国
娘

幽

『
中
右
記
』
3
・
2
0

〈
2
6
＞

一
一
〇
七

嘉
承
2
・
7
・
別
／
7
・
1
9堀
河
天
皇

☆

○

○

○
幽

○

○

『
中
右
記
㎞
7
・
2
2
／
7
・
2
4
／
7
・
2
5
、
『
為
房
卿
記
㎞
7
・
2
4
茶
毘
を
務
め
た
3
人
の
僧
の
う
ち
隆
昌
、
覚
樹
は
源
顕
房
男
で
、
堀
河
天
皇
の
外
戚
。
残
り
1
名
齋
覚
の
俗
縁
不
明
な
た
め
㊥
と
し
た

〈
2
7
＞

一
｝
一
四

永
久
2
・
4
・
2
2
／
4
・
3

源
麗
子

☆

○
幽

○

○

『
中
右
記
』
4
・
4
／
4
・
2
2
、
『
二
軸
』
4
・
2
3

〈
2
8
＞

一
一
二
〇

保
安
1
・
8
・
6
／
7
・
2
2
藤
原
宗
通

○

『
中
右
記
㎞
8
・
6

〈
2
9
＞

＝
二
〇

保
安
1
・
9
・
2
6
／
9
・
1
9

藤
原
宗
忠
の
養
母

☆

㊧

『
中
右
記
扁
9
・
2
7

〈
3
0
＞

一
一
二
七

大
治
2
・
8
・
2
1
／
8
・
1
4

藤
原
寛
子

留

『
中
右
記
隔
8
・
2
1

〈
3
1
＞

一
一
二
九

大
治
4
・
7
・
1
5
／
7
・
7
白
河
法
皇

☆

○

○

○

○

○

撃
永
昌
記
』
7
・
8
／
7
・
1
5

〈
3
2
＞

一
　
五
五

久
寿
2
・
6
・
8
／
6
・
1
藤
原
幸
子

☆

○
鯵

○
㊥

○

○

『
兵
範
記
』
6
・
6
／
6
・
8

（
3
3
＞

＝
五
五

久
寿
2
・
8
・
1
／
7
・
2
3
近
衛
天
皇

☆

○

○

O

○

『
兵
範
記
輪
7
・
2
7
／
8
・
2

〈
3
4
＞

一
一
五
五

久
寿
2
・
9
・
1
6
／
9
・
1
5

藤
原
宗
子

☆

○

1

1

『
兵
範
託
』
9
・
1
6

〈
3
5
V

［
一
五
五

久
寿
2
・
1
2
・
1
7
／
1
2
・
1
6

高
賜
院
藤
原
泰
子

○

1

1

『
兵
範
記
』
1
2
・
1
7

〈
3
6
＞

工
五
六

保
元
1
・
7
・
2
／
7
・
2
鳥
羽
法
皇

☆

1

○

1

1

明
兵
範
記
』
7
・
2
。
沐
浴
は
遺
像
に
よ
り
停
止
。

〈
3
7
＞

一
～
六
〇

永
暦
1
・
1
1
・
2
4
／
1
1
・
2
3

美
福
門
院
藤
原
得
子

○

『
今
鏡
㎞
巻
3
門
む
し
の
ね
」

〈
3
8
＞

＝
七
〇

嘉
応
2
・
5
・
1
2
／
5
・
1
0

平
信
範
室

☆

○

…

…

『
兵
範
記
隔
5
・
1
2

〈
3
9
＞

コ
七
九

治
承
3
・
6
・
1
9
／
6
・
1
7

平
盛
子

○
動

『
玉
葉
』
6
・
1
9
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〈
4
0
＞

一
一
八
一

養
和
1
・
②
・
7
／
②
・
4
平
清
盛

幽

『
保
暦
応
記
輪

〈
4
1
＞

＝
八
一

養
和
1
・
1
2
・
5
／
1
2
・
5

皇
嘉
門
院
藤
原
聖
子

☆

○

○

一

…

『
玉
葉
隔
1
2
・
5

〈
4
2
＞

工
八
八

文
治
4
・
2
・
2
8
／
2
・
2
0

藤
療
良
通

畠

○

至
葉
』
2
・
2
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〈
4
3
＞

＝
九
二

建
久
3
・
3
・
1
5
／
3
・
1
3

後
白
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法
皇

○
幽

1

1

萌
月
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・
1
3

〈
4
4
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＝
　
〇
四

元
久
1
・
1
2
・
1
／
1
1
．
3
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藤
原
俊
成
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☆

幽

幽

○

1
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四
明
月
青
月
1
2
・
1

〈
4
5
＞

一
一
一
一
一

建
暦
1
・
1
1
・
1
6
／
1
1
・
8

昇
子
内
親
王

○

『
明
月
記
』
1
1
・
1
2

〈
4
6
＞

一
二
三
三

天
福
1
・
9
・
3
0
／
9
・
1
8

藻
盤
門
院
九
条
嬢
子

☆

○
動

1

一

『
明
緊
急
幅
1
1
・
1
3

〈
4
7
＞

一
二
三
四

文
暦
1
・
8
・
1
1
／
8
・
6
後
堀
河
天
皇

○
動

…

1

『
明
月
記
輪
8
・
9

〈
4
8
＞

一
二
四
二

仁
治
3
・
1
・
2
5
／
1
・
9
四
条
天
皇

○
幽

下
条
院
御
葬
礼
記
㎞

〈
4
9
＞

｝
二
七
二

文
永
9
・
2
・
1
9
／
2
・
1
7

後
嵯
峨
法
皇

○

○

○

『
後
深
草
院
主
御
記
㎞
嘉
元
2
・
7
・
1
7
『
親
長
卿
記
血
文
明
3
・
1
・
1

〈
5
0
＞

＝
二
〇
隣

塞
兀
2
・
7
・
1
7
／
7
・
1
6

後
深
草
法
皇

☆

○

○

○

○

一
如
深
草
院
試
御
記
幅
7
・
1
6
／
7
・
1
7

合
　
　
計

俗
人
関
与
○
の
合
計

24

6

22

13

12

28

顕
密
婦
関
与
動
の
合
計

1

8

5

6

4

　
注
1
”
幽
は
顕
密
僧
、
○
は
岱
人
ハ
顕
轡
僧
が
故
人
の
親
族
な
ら
○
に
含
め
た
）
を
示
す
。
土
葬
の
場
合
無
骨
・
納
骨
は
不
要
の
た
め
州
一
」
と
表
示
。

　
　
　
な
お
、
表
中
の
○
だ
け
の
項
自
が
、
豪
該
儀
礼
に
僧
侶
が
立
ち
合
っ
て
い
な
い
こ
と
を
承
す
も
の
で
は
な
い
。

　
注
2
一
☆
は
溝
前
呪
願
を
史
料
上
確
認
で
き
た
も
の
。
こ
の
表
以
外
で
導
麟
呪
願
を
確
認
で
き
た
も
の
に
天
暦
3
年
・
藤
原
忠
平
、
応
徳
2
年
・
実
仁
親
王
、
承
徳
3
年
・
藤
原
師
通
、
康
和
3
年
・
藤
．
原
師
実

　
　
　
が
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
（
橘
）
　
（
藤
原
章
信
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
藤
原
）
　
　
（
藤
原
）

　
　
奉
仕
人
々
蔵
人
義
通
・
知
信
等
、
取
二
脂
燭
↓
僧
正
黙
認
・
大
僧
都
隆
円
・
少
僧
都
尋
光
・
律
師
尋
円
・
右
宰
相
中
将
〈
兼
隆
〉
・
公
信
朝
臣
・
明
理
〃
〃
・

　
　
（
藤
原
）
　
　
　
（
藤
原
V

　
　
広
業
〃
〃
・
資
業
朝
臣
等
也
、

こ
の
入
棺
の
儀
を
大
石
氏
は
、
「
官
人
と
長
和
三
年
（
一
〇
一
四
）
に
第
二
十
四
代
天
台
座
主
と
な
る
僧
正
慶
円
を
は
じ
め
と
す
る
心
密
の
高
僧

が
勤
め
て
い
る
」
と
す
る
。
と
こ
ろ
が
『
権
記
隔
（
増
補
史
料
大
成
）
同
日
条
に
よ
れ
ば
、
橘
義
通
・
藤
原
章
信
が
榮
燭
し
、
藤
原
広
業
が
導
き

入
れ
た
棺
は
「
界
司
雲
夜
大
殿
南
戸
内
御
床
南
頭
」
か
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
棺
を
昇
ぎ
入
れ
る
役
を
奉
仕
し
た
者
と
し
て
、
『
御
堂
関
白
記
』
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と
同
じ
く
慶
円
か
ら
尋
円
ま
で
四
人
の
僧
が
藤
原
兼
言
・
公
信
等
と
と
も
に
列
記
さ
れ
る
。
そ
し
て
冷
罵
記
輪
は
「
御
入
棺
人
々
」
と
し
て
、

公
信
朝
臣
、
長
春
朝
臣
、
広
業
朝
臣
、
調
書
、
爵
号
、
成
順
、
惟
任
、
季
憶
断
の
名
前
を
列
挙
す
る
。
つ
ま
り
、
新
造
さ
れ
た
棺
の
搬
入
に
携

わ
っ
た
者
と
は
別
に
、
遺
体
を
棺
に
納
め
た
者
が
存
在
し
て
お
り
、
顕
密
の
高
僧
は
棺
の
搬
入
に
携
わ
っ
た
だ
け
で
、
遺
体
を
棺
へ
納
め
る
入

棺
に
は
関
与
し
て
い
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
葬
送
儀
礼
に
高
密
僧
が
深
く
関
与
し
て
い
た
と
す
る
大
石
氏
の
理
解
が
、
必
ず
し
も
適
切
で
は

　
　
　
　
　
　
　
③

な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
大
石
氏
が
提
示
し
た
醍
醐
天
皇
か
ら
後
深
草
法
皇
ま
で
の
八
人
の
事
例
（
う
ち
二
条
天
皇
の
葬
送
は
、
具
体
的

な
儀
礼
の
担
い
手
が
不
明
で
あ
り
対
象
外
と
し
た
）
に
加
え
、
そ
の
他
王
家
や
公
家
等
の
中
世
前
期
に
お
け
る
葬
送
で
、
五
つ
の
儀
礼
の
い
ず
れ
か

を
損
つ
た
者
が
判
明
す
る
五
〇
例
を
表
1
に
ま
と
め
た
（
以
下
、
本
稿
で
用
い
る
〈
〉
数
字
は
表
1
に
よ
る
）
。
こ
の
表
1
か
ら
ま
ず
気
づ
く
こ

と
は
、
　
つ
に
、
顕
密
僧
が
葬
送
そ
の
も
の
に
立
ち
合
っ
た
と
し
て
も
、
遺
骸
・
遣
骨
に
直
接
触
れ
る
各
儀
礼
へ
の
関
与
は
限
ら
れ
て
い
た
。

二
つ
に
、
葬
送
に
お
け
る
顕
学
僧
へ
の
依
存
に
被
葬
者
の
身
分
に
よ
る
差
異
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
で
あ
る
。

　
で
は
、
そ
の
関
与
が
限
ら
れ
て
い
た
と
は
言
え
、
顕
界
僧
は
こ
れ
ら
儀
礼
に
対
し
て
ど
の
よ
う
に
関
わ
っ
て
い
た
の
か
、
俗
人
と
同
じ
作
業

を
担
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
次
に
各
儀
礼
を
通
し
て
順
に
検
討
を
進
め
よ
う
。

　
ま
ず
沐
浴
で
は
、
十
世
紀
か
ら
十
二
世
紀
ま
で
に
確
認
で
き
る
六
例
は
い
ず
れ
も
俗
人
が
行
っ
て
お
り
、
顕
密
僧
の
関
与
を
確
認
で
き
る
の

は
十
三
世
紀
に
な
っ
て
の
わ
ず
か
一
例
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
事
例
数
と
し
て
多
く
は
な
い
も
の
の
、
本
来
、
沐
浴
は
僧
侶
が
関
わ
る
も
の

で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
示
す
も
の
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

　
次
に
入
棺
で
は
、
顕
密
僧
の
関
与
は
八
例
を
数
え
る
。
た
だ
し
、
た
と
え
ば
〈
4
8
＞
四
条
天
皇
の
葬
送
で
真
言
篤
行
遍
僧
正
の
弟
子
少
僧
都

印
禅
は
、
俗
入
と
と
も
に
入
棺
役
人
に
名
を
連
ね
て
い
る
が
、
入
棺
に
際
し
何
を
行
っ
た
か
は
何
も
記
さ
れ
て
い
な
い
（
群
書
類
従
二
九
茜
条

院
御
葬
礼
聾
）
。
こ
の
よ
う
に
八
例
の
い
ず
れ
も
、
顕
密
僧
が
入
棺
時
に
ど
う
携
わ
っ
た
の
か
明
ら
か
で
は
な
い
。
し
か
し
、
遺
体
を
棺
に
納

め
る
こ
と
で
は
な
く
、
俗
人
で
は
で
き
な
い
職
分
を
顕
密
漁
が
果
た
し
て
い
る
他
の
事
例
は
存
在
す
る
。
た
と
え
ば
〈
3
3
＞
近
衛
天
皇
の
入
棺

　
　
　
　
（
覚
忠
V

で
は
、
「
宇
治
法
印
被
レ
奉
レ
入
曽
真
言
一
〈
其
体
如
レ
護
、
被
レ
安
二
御
頂
上
程
一
云
々
〉
、
土
砂
被
レ
散
欺
」
（
増
補
史
料
大
成
『
兵
範
記
㎏
久
寿
二
年
七

45 （857）



月
二
十
七
日
条
）
と
、
近
衛
天
皇
の
護
持
僧
で
あ
っ
た
覚
忠
は
、
遺
体
を
「
如
レ
護
」
に
真
言
を
入
れ
、
土
砂
も
散
ら
し
て
い
る
。
ま
た
〈
4
1
＞

藤
原
聖
子
の
入
棺
で
は
、
異
母
弟
で
も
あ
っ
た
尊
忠
僧
都
は
入
棺
に
先
だ
ち
真
言
筒
・
御
軍
・
土
砂
等
を
棺
に
入
れ
、
遺
体
が
入
棺
さ
れ
た
後

に
は
遺
体
を
野
草
衣
で
覆
っ
て
い
る
（
『
玉
葉
騙
養
和
元
年
十
二
月
五
日
条
）
。
こ
れ
ら
の
事
例
で
は
、
遣
体
を
棺
に
納
め
た
の
は
俗
人
で
あ
っ
た

が
、
護
持
僧
な
ど
故
人
と
特
別
な
関
係
に
あ
っ
た
顕
密
僧
が
、
入
棺
に
際
し
遺
体
を
保
護
す
る
呪
的
な
職
分
を
担
っ
て
い
た
。
先
の
八
例
で
入

棺
役
人
と
し
て
名
を
連
ね
た
顕
密
僧
が
担
っ
た
も
の
も
、
俗
人
と
一
緒
に
て
つ
か
ら
遺
体
を
棺
に
納
め
る
力
仕
事
で
は
な
く
、
覚
忠
や
尊
忠
が

行
っ
た
よ
う
な
呪
的
な
職
分
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
次
に
茶
毘
で
は
、
顕
人
聞
の
関
与
を
五
例
確
認
で
き
る
。
こ
の
う
ち
〈
3
＞
朱
雀
天
皇
・
〈
9
＞
一
条
法
皇
・
〈
3
2
＞
藤
原
幸
子
の
葬
送
で
は
、

顕
密
僧
が
俗
人
と
と
も
に
「
奉
二
茶
毘
こ
（
羅
記
』
寛
弘
八
年
七
月
八
日
条
）
等
と
だ
け
あ
っ
て
、
具
体
的
に
何
を
ど
う
担
っ
た
の
か
明
ら
か
で

は
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
〈
2
6
＞
堀
河
天
皇
の
場
合
、
『
中
右
記
』
嘉
承
二
年
七
月
二
十
四
日
条
に
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
源
雅
実
）

　
殿
上
入
八
人
〈
件
八
人
御
入
棺
役
人
〉
、
以
二
生
絹
一
結
二
等
額
一
奉
二
女
毘
〈
焼
詞
也
〉
↓
行
障
濡
羽
廻
貴
所
四
颪
納
近
習
公
卿
内
大
臣
以
下
四
五
人
相
州
臨
此
所
↓

　
且
行
レ
事
、
已
講
隆
覚
・
内
供
齊
覚
・
大
法
師
覚
樹
等
、
同
論
役
送
、
已
講
懸
口
・
寝
癖
等
、
終
夜
訥
二
法
花
経
一
候
二
近
辺
↓

と
あ
る
。
実
際
に
遺
体
へ
着
火
し
た
の
は
入
棺
に
携
わ
っ
た
殿
上
人
八
人
で
あ
り
、
近
習
の
公
卿
や
内
大
臣
等
も
こ
れ
に
臨
ん
で
い
た
。
他
方
、

堀
河
天
皇
の
外
祖
父
洋
傘
房
の
子
息
で
あ
っ
た
結
集
・
覚
樹
等
の
顕
爆
撃
が
奈
毘
の
取
次
を
行
い
、
定
円
等
も
近
辺
で
法
華
経
を
講
ず
る
だ
け

で
あ
っ
た
。
こ
れ
と
同
様
の
情
景
は
、
〈
1
7
＞
後
一
条
天
皇
の
葬
送
で
も
確
認
で
き
る
（
『
左
経
記
』
長
元
九
年
五
月
十
九
日
条
）
。
こ
れ
ら
か
ら
、

先
の
〈
3
＞
朱
雀
天
皇
等
の
三
事
例
も
同
様
と
推
測
で
き
る
。
つ
ま
り
、
遺
体
に
着
火
す
る
な
ど
の
所
役
は
俗
人
が
担
い
、
聯
帯
僧
は
茶
毘
の

補
助
や
念
仏
論
呪
や
読
経
な
ど
を
行
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
次
に
軽
骨
で
は
、
顕
密
僧
の
関
与
を
六
例
確
認
で
き
る
。
そ
の
模
様
は
、
〈
1
7
＞
後
一
条
天
皇
の
葬
送
で
は
、
「
慶
命
・
怪
光
・
延
尋
・
良

円
・
濟
慰
種
呪
陶
土
沙
ハ
散
二
御
葬
所
上
価
其
後
権
大
納
言
・
新
大
納
言
・
前
大
僧
正
慶
命
・
権
少
僧
都
濟
祇
等
給
一
計
骨
こ
（
増
補
史
料
大
成

『
左
経
記
馳
長
元
九
年
五
月
十
九
日
条
）
と
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
〈
9
＞
一
条
法
皇
の
例
で
は
「
藤
納
言
・
余
・
兼
隆
・
相
公
・
公
信
・
長
経
・
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広
業
・
及
宗
円
僧
正
・
院
源
・
隆
円
・
尋
光
・
尋
円
等
奉
二
拾
骨
↓
入
二
之
白
骨
一
〈
四
升
許
〉
、
僧
正
念
離
論
光
明
真
言
こ
（
『
権
記
』
寛
弘
八
年
七

月
九
日
条
）
と
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
僧
正
ク
ラ
ス
の
高
僧
も
俗
人
と
と
も
に
甲
骨
を
行
っ
て
い
る
が
、
顕
密
僧
は
二
心
が
終
了
し
て
鼻
骨
の

前
に
土
砂
を
呪
し
て
葬
所
に
散
じ
、
拾
骨
中
も
光
明
真
言
を
論
ず
る
な
ど
の
呪
的
な
職
分
も
合
わ
せ
て
行
っ
て
い
る
。

　
最
後
に
納
骨
に
お
い
て
は
、
三
二
例
中
二
八
例
は
俗
人
が
遺
骨
を
首
に
懸
け
て
寺
院
等
へ
納
め
に
行
く
の
に
際
し
、
僧
は
供
奉
す
る
だ
け
で

あ
っ
た
。
残
る
四
例
の
う
ち
、
〈
4
0
＞
平
清
盛
の
遺
骨
を
納
骨
し
た
円
実
法
印
は
清
盛
側
近
の
僧
で
あ
り
、
〈
2
9
＞
藤
原
宗
忠
養
母
の
遺
骨
を
奉

持
し
た
定
助
得
業
も
故
人
と
「
親
人
」
（
『
中
右
記
画
保
安
元
年
九
月
二
十
七
日
量
）
で
あ
っ
た
。
干
場
僧
が
直
接
遺
骨
を
奉
持
し
て
い
た
の
も
、

恐
ら
く
こ
う
し
た
故
人
と
の
特
別
な
関
係
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
、
沐
浴
・
入
棺
・
薬
毘
そ
の
も
の
は
俗
人
が
行
い
、
拾
骨
や
納
骨
で
見
ら
れ
た
顕
密
僧
の
直
接
的
な
関
与
も
ご
く
限
ら
れ

た
事
例
で
、
大
部
分
は
俗
人
が
行
っ
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
て
右
端
僧
が
担
っ
た
も
の
と
は
、
遺
体
や
遺
骨
を
護
る
よ
う
な
呪
的
職
分
で
あ
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

「
導
師
呪
願
之
儀
」
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
、
宗
教
者
と
し
て
要
請
さ
れ
る
呪
的
近
景
が
主
な
担
当
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。
『
幽
光
天
皇
御
葬

礼
記
』
に
記
さ
れ
て
い
た
「
迄
二
嘉
元
二
一
下
御
已
前
有
二
導
師
呪
願
之
儀
こ
と
は
、
ま
さ
に
中
世
前
期
の
葬
送
で
顕
密
密
が
担
っ
た
職
分
を
端

的
に
表
現
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
中
世
前
期
の
葬
送
で
は
、
公
家
・
王
家
等
被
葬
者
の
身
分
を
問
わ
ず
、
俗
人
が
遺
骸
・
遺
骨
に
触
れ
る
儀
礼
を
行
い
、
顕
密
僧

が
呪
的
職
分
を
担
う
分
業
形
態
で
あ
っ
た
。
で
は
俗
人
は
、
ど
の
よ
う
な
人
々
が
葬
送
を
担
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
次
節
で
検
討
し
よ
う
。

第
一
一
節
　
親
族
・
近
臣
の
担
当

　
最
初
に
公
家
の
葬
送
を
取
り
上
げ
よ
う
。
故
藤
原
師
実
の
室
で
あ
っ
た
〈
2
7
＞
源
麗
子
の
入
棺
を
、
『
中
右
記
』
永
久
二
年
四
月
四
日
条
に

　
　
（
高
階
）
　
　
　
　
（
嵩
階
）
　
　
　
（
藤
原
）

は
「
蛮
声
朝
臣
・
重
仲
朝
臣
・
仲
光
・
法
橋
成
信
等
、
親
睨
人
々
沙
㍊
汰
件
事
乙
し
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
人
々
は
、

藤
原
師
実
や
忠
実
の
家
司
で
あ
っ
た
高
階
泰
仲
、
そ
の
長
男
で
忠
実
の
職
事
で
あ
っ
た
重
仲
、
同
じ
く
忠
実
の
職
事
で
あ
っ
た
藤
原
仲
光
な
ど
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⑤

で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
入
棺
に
携
わ
っ
た
「
単
離
人
々
」
と
は
、
こ
れ
ら
故
人
や
嗣
子
の
家
司
な
ど
で
あ
っ
た
。
次
に
〈
1
1
＞
藤
原
教
通
室

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
教
通
）
　
　
（
公
任
）

（
公
任
娘
）
の
葬
送
で
は
、
棺
を
御
車
に
乗
せ
出
棺
す
る
さ
ま
を
『
栄
花
物
語
㎏
（
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
）
は
、
「
殿
、
大
納
寝
殿
、

　
（
良
海
）

内
供
の
君
な
ど
、
睦
ま
じ
く
思
す
る
人
々
な
ど
し
て
か
き
乗
せ
た
て
ま
つ
り
、
率
て
出
で
た
て
ま
つ
る
」
と
描
写
す
る
。
こ
こ
に
遺
体
の
納
め

ら
れ
た
棺
を
昇
い
だ
人
を
讐
睦
ま
じ
く
思
す
る
人
々
」
と
し
て
い
る
。
そ
の
人
々
と
は
内
大
臣
藤
原
教
通
、
大
納
言
藤
原
公
任
、
公
任
の
子
息

良
海
内
供
で
、
そ
れ
ぞ
れ
故
人
の
夫
・
父
・
兄
弟
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
公
家
の
葬
送
は
、
夫
・
親
・
兄
弟
な
ど
の
親
族
の
他
、
家
司
な
ど

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

も
含
む
「
親
睨
」
な
人
々
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
い
た
。

　
次
に
王
家
の
葬
送
を
検
討
し
よ
う
。
王
家
の
葬
送
で
特
徴
的
な
こ
と
は
、
た
と
え
ば
元
永
二
年
（
～
一
一
九
）
輔
仁
親
王
の
葬
送
で
「
近
習

人
五
六
人
昇
二
御
棺
」
（
増
補
史
料
大
成
岡
長
秋
記
』
同
年
十
二
月
五
日
条
）
と
あ
る
よ
う
に
、
葬
送
を
執
り
行
う
者
が
「
近
習
」
と
記
さ
れ
る
こ

と
が
多
い
こ
と
で
あ
る
。
で
は
、
ど
の
よ
う
な
人
々
が
「
近
習
」
と
し
て
王
家
の
葬
送
を
担
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
を
〈
2
6
＞
堀
河

天
皇
の
葬
送
に
よ
り
確
認
し
よ
う
。
『
中
右
記
隔
嘉
承
二
年
七
月
二
十
二
日
・
二
十
四
日
・
二
十
五
日
条
に
は
、
沐
浴
・
入
棺
・
茶
毘
・
拾
骨

を
担
っ
た
者
が
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
（
以
下
、
傍
線
は
筆
者
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
源
雅
実
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
頭
書
）
　
　
　
一

　
廿
二
日
、
丙
午
、
（
中
略
）
〈
御
浴
、
供
御
膳
、
陪
膳
敦
兼
朝
臣
、
内
府
以
下
近
習
公
卿
両
三
人
、
侍
臣
八
入
勤
コ
仕
旧
事
ハ
（
中
略
）
〉
、
御
入
棺
所
役
、
殿
上

　
人
八
人
、
基
隆
朝
臣
・
隣
房
朝
臣
・
顕
国
朝
臣
・
顕
重
朝
臣
・
敦
兼
朝
臣
・
家
蝿
朝
臣
・
雅
兼
朝
臣
・
藍
蝋
朝
臣
、
是
又
釜
重
役
人
也
、
（
中
略
）

　
廿
四
日
、
戊
申
、
（
中
略
）
先
殿
上
人
八
人
〈
件
八
人
御
入
棺
役
人
〉
、
以
下
生
絹
納
結
納
冠
額
一
軸
二
茶
毘
〈
焼
詞
也
×
行
障
立
q
廻
貴
所
四
面
納
近
習
公
卿
内

　
大
臣
以
下
四
五
人
相
司
臨
此
所
↓
（
中
略
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
源
顕
房
〉

　
廿
五
日
、
辰
銅
壷
事
了
、
以
レ
酒
滅
レ
火
、
奉
レ
（
拾
）
二
御
暦
一
〈
内
大
臣
以
下
、
故
六
条
右
府
子
孫
公
卿
、
殿
上
人
、
是
依
レ
為
二
外
戚
一
也
、
御
乳
母
子
等
相

　
加
〉
、

ま
た
納
骨
に
つ
い
て
は
、
『
為
房
卿
記
』
（
『
大
日
本
史
料
舳
三
－
九
）
同
年
七
月
二
十
四
日
条
に
記
さ
れ
て
い
る
。

　
源
中
納
言
懸
レ
之
奉
レ
移
篇
香
隆
寺
↓
公
卿
侍
臣
、
近
習
之
者
同
候
二
御
共
　
云
々
、
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中世における葬送の僧俗分業構造とその変化（島津）

以
上
の
傍
線
部
か
ら
、
沐
浴
・
入
棺
・
茶
毘
・
拾
骨
・
納
骨
が
ほ
ぼ
同
じ
人
々
に
よ
っ
て
担
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
窺
え
る
。
す
な
わ
ち
、
藤
原

基
隆
以
下
の
「
殿
上
人
八
人
」
と
「
近
習
公
卿
内
大
臣
以
下
四
五
人
目
1
1
「
内
大
臣
以
下
、
故
六
条
右
府
子
孫
公
卿
」
と
の
総
勢
十
四
名
ほ
ど

の
人
々
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
こ
れ
ら
の
人
々
と
堀
河
天
皇
と
の
関
係
を
整
理
す
る
と
、
次
の
よ
う
な
二
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
分
け
ら
れ
る
。
一
つ

は
堀
河
天
皇
の
外
戚
で
あ
る
。
堀
河
天
皇
の
母
が
源
顕
房
の
娘
賢
子
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
内
大
臣
雅
実
を
筆
頭
と
す
る
顕
房
の
子
孫
十
　
人

　
　
　
　
　
　
　
⑦

が
こ
れ
に
該
当
す
る
。
二
つ
め
が
堀
河
天
皇
乳
母
子
で
あ
る
。
藤
原
基
隆
（
母
は
藤
原
家
子
）
、
藤
原
家
保
（
基
隆
の
同
母
弟
）
、
藤
原
敦
兼
（
母
は

藤
原
兼
子
）
の
三
人
が
そ
れ
に
当
た
る
。
拾
骨
を
し
た
人
々
を
『
申
右
記
』
は
「
是
依
レ
為
二
外
戚
｝
也
、
御
乳
母
子
等
相
加
」
と
記
し
て
い
た
が
、

ま
さ
に
そ
の
通
り
で
あ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
葬
送
の
す
べ
て
が
上
記
十
四
人
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
炬
火
十
人
は
諸

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

大
夫
五
位
が
担
い
、
棺
を
昇
ぐ
御
輿
長
は
「
殿
上
人
十
二
人
」
と
あ
っ
て
、
大
江
広
房
な
ど
の
非
近
習
の
殿
上
人
四
人
も
加
わ
っ
て
い
た

（『

?
右
記
』
同
年
七
月
二
十
四
日
条
）
。
し
か
し
、
沐
浴
以
下
の
遺
骸
・
遺
骨
に
直
接
触
れ
る
儀
礼
は
、
「
近
習
之
者
」
で
あ
っ
た
外
戚
や
擬
制
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

な
血
縁
関
係
と
さ
れ
た
乳
母
子
等
だ
け
が
担
っ
て
い
た
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
公
家
の
葬
送
は
「
親
腸
」
な
人
々
に
よ
り
、
王
家
の
葬
送
で
は
主
に
「
近
習
」
に
よ
り
執
行
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
人
々
の

実
態
は
近
親
・
外
戚
・
乳
母
・
家
司
等
で
、
い
ず
れ
も
親
族
・
近
臣
の
範
躊
に
収
ま
る
も
の
で
あ
っ
た
。
沐
浴
以
下
の
遺
骸
・
遺
骨
に
直
接
触

れ
る
儀
礼
の
ほ
と
ん
ど
は
、
俗
人
が
中
心
と
な
っ
て
執
行
し
て
い
た
こ
と
は
前
節
で
明
ら
か
に
し
た
が
、
俗
人
と
雷
っ
て
も
そ
れ
は
故
人
の
親

族
や
近
臣
で
あ
っ
た
。

　
で
は
、
ど
の
よ
う
な
観
念
の
も
と
に
親
族
や
近
臣
に
よ
っ
て
葬
送
が
行
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
正
治
二
年
（
一
二
〇
〇
）
九
条
良
経

の
室
（
一
条
能
保
の
娘
）
の
葬
送
（
国
書
刊
行
会
『
明
月
記
臨
同
年
七
月
十
七
日
条
）
に
そ
の
一
端
が
窺
わ
れ
る
。

　
（
申
原
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
定
家
）

　
家
綱
等
無
二
左
右
｝
可
レ
供
q
奉
葬
送
御
共
｝
事
由
所
望
、
許
容
云
々
、
予
所
存
苦
業
レ
可
レ
然
、
如
レ
山
事
、
為
レ
表
二
有
レ
志
由
一
相
交
者
、
臨
レ
時
誰
入
可
レ
不
二
供

　
奉
一
哉
、
然
而
自
レ
古
皆
依
二
所
縁
事
故
「
欺
、
非
二
指
縁
｝
人
追
従
、
還
似
レ
無
レ
詮
、

こ
こ
で
中
原
早
春
は
良
経
室
の
葬
送
の
供
奉
を
所
望
し
許
さ
れ
た
と
言
う
。
し
か
し
葬
送
の
供
奉
に
必
要
な
こ
と
は
、
決
し
て
志
の
よ
う
な
気
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持
ち
の
問
題
で
は
な
く
、
故
人
と
の
特
別
な
縁
故
・
所
縁
で
あ
る
と
定
家
は
述
べ
て
い
る
。
次
に
〈
3
6
＞
鳥
羽
法
皇
の
葬
送
で
は
、
『
兵
範
記
』

（
増
補
史
料
大
成
）
保
元
元
年
七
月
二
日
条
に
、

　
存
臼
御
寮
詔
云
、
（
中
略
）
役
人
可
レ
用
二
八
人
↓
錐
二
外
人
↓
依
二
其
恩
一
可
二
野
仕
↓
豊
山
乱
人
↓
無
レ
恩
晒
者
、
臨
二
早
期
｝
不
レ
可
二
叙
用
納
寒
心
為
二
恩
使
一
之

　
故
也
、

と
あ
る
。
こ
れ
は
鳥
羽
法
皇
が
残
し
た
遺
髪
で
、
入
棺
役
人
と
し
て
の
任
用
の
可
否
は
、
血
縁
者
で
も
姻
戚
関
係
で
も
な
い
外
人
で
あ
っ
て
も

恩
顧
関
係
に
あ
る
者
は
叙
用
す
る
が
、
逆
に
血
縁
者
や
姻
戚
関
係
者
で
も
恩
顧
関
係
に
な
い
者
は
叙
算
し
な
い
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
十
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

世
紀
後
半
に
成
立
し
た
『
色
葉
字
類
抄
』
に
は
「
黒
縁
」
が
「
近
習
分
」
と
定
義
さ
れ
て
お
り
、
院
政
期
に
は
権
力
者
と
の
縁
故
関
係
を
示
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

「
薄
縁
」
が
す
で
に
常
用
語
と
な
り
、
そ
れ
が
「
近
習
分
」
と
し
て
広
く
使
用
さ
れ
て
い
た
。
つ
ま
り
、
鳥
羽
法
皇
の
遺
体
の
入
棺
役
を
院
司

藤
原
信
輔
や
信
西
な
ど
が
担
っ
た
の
は
、
彼
等
が
法
皇
と
恩
顧
関
係
に
あ
る
「
強
縁
」
の
近
習
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
法
皇
よ
り
「
存
日
御

定
」
と
し
て
選
別
さ
れ
た
結
果
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
葬
送
が
親
族
や
近
臣
に
よ
っ
て
担
わ
れ
て
い
た
背
景
は
、
当
時
の
縁
社
会
の
な
か
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

理
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
故
人
と
の
強
い
所
縁
が
重
要
な
要
素
だ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

　
以
上
、
本
章
の
検
討
を
通
し
て
明
ら
か
と
な
っ
た
こ
と
は
、
第
一
に
、
中
世
前
期
の
葬
送
は
俗
人
と
顕
密
僧
に
よ
り
分
業
さ
れ
て
い
た
が
、

遺
骸
・
遺
骨
に
触
れ
る
儀
礼
を
握
っ
て
い
た
の
は
俗
人
で
あ
り
、
大
石
氏
が
「
葬
送
に
深
く
関
与
し
た
」
と
指
摘
す
る
顕
密
僧
は
そ
れ
に
比
肩

す
べ
き
も
の
で
は
な
く
、
彼
等
が
主
と
し
て
担
っ
た
の
は
宗
教
的
な
呪
的
祈
禧
で
あ
っ
た
。
第
二
に
、
俗
人
が
遺
骸
・
遺
骨
に
触
れ
る
儀
礼
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

抵
つ
た
と
書
っ
て
も
、
血
縁
者
や
身
内
が
担
っ
た
と
勝
田
氏
が
説
く
よ
う
な
限
定
さ
れ
た
者
だ
け
で
は
な
く
、
親
族
の
他
に
近
習
・
乳
母
子
・

家
司
な
ど
も
含
む
恩
顧
関
係
の
者
、
す
な
わ
ち
特
別
な
所
縁
の
者
が
葬
送
を
担
っ
て
い
た
。
中
榿
前
期
、
俗
人
が
遺
骸
・
遺
骨
に
触
れ
る
儀
礼

を
担
っ
て
い
た
の
は
、
こ
う
し
た
故
人
と
の
強
い
所
縁
を
持
つ
者
に
よ
り
葬
送
が
担
わ
れ
る
べ
き
と
の
観
念
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
で
は
、

こ
う
し
た
中
世
前
期
に
お
け
る
葬
送
の
あ
り
方
は
、
中
世
後
期
に
ど
の
よ
う
に
変
化
し
て
い
く
の
で
あ
ろ
う
か
。
次
章
で
検
討
を
進
め
よ
う
。

　
①
「
泉
涌
寺
文
書
二
九
」
（
総
本
山
御
寺
泉
涌
寺
編
『
泉
涌
寺
史
資
料
篇
』
法
蔵
　
　
館
、
一
九
八
四
）
。
以
下
、
史
料
の
～
節
を
引
用
し
た
場
合
、
そ
の
典
拠
史
料
の
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刊
本
名
は
初
出
の
と
き
の
み
記
す
。

②
『
亀
山
院
崩
御
記
』
（
宮
内
庁
書
陵
部
蔵
、
伏
五
九
八
）
に
は
「
御
入
櫨
・
御
禁

　
毘
拝
無
骨
奉
納
等
軸
、
浄
金
剛
院
僧
衆
奉
レ
下
司
汰
之
こ
と
あ
り
、
『
伏
見
上
皇
御

　
中
陰
記
』
（
群
書
類
従
二
九
）
の
文
保
元
年
九
月
四
日
条
に
は
「
浄
金
剛
院
長
老

　
本
道
上
人
参
候
、
於
二
御
終
焉
之
所
四
有
二
御
入
棺
之
儀
一
」
と
あ
る
。

③
後
深
草
法
皇
の
寛
骨
に
対
す
る
顕
密
僧
の
関
与
も
、
大
石
氏
は
「
洋
燈
者
の
中

　
に
そ
の
名
が
見
え
ず
、
は
っ
き
り
し
た
こ
と
は
言
え
な
い
」
と
曖
昧
な
表
現
を
す

　
る
だ
け
で
あ
る
。
し
か
し
、
「
後
深
草
院
崩
御
記
」
嘉
元
二
年
七
月
十
七
日
条
は
、

　
「
外
戚
公
卿
・
御
乳
母
子
・
御
棺
役
人
奉
レ
拾
レ
之
」
と
外
戚
と
乳
母
子
と
四
条
隆

　
政
を
は
じ
め
と
す
る
俗
人
の
御
棺
役
人
が
緊
張
し
た
と
明
示
し
て
い
る
。

④
黒
田
俊
雄
氏
は
、
密
教
の
加
持
の
理
論
に
よ
り
「
た
ま
し
ず
め
」
の
呪
術
が
仏

　
教
の
な
か
に
と
り
こ
ま
れ
た
結
果
、
顕
密
体
制
の
確
立
過
程
で
あ
る
十
世
紀
前
後

　
に
は
、
祈
禧
呪
法
が
隆
盛
を
き
わ
め
、
真
言
土
砂
加
持
や
念
仏
が
死
者
の
た
め
の

　
鎮
魂
呪
術
と
し
て
行
わ
れ
た
、
と
指
摘
す
る
（
門
鎮
魂
の
系
譜
」
鴨
日
本
中
世
の
社

　
会
と
宗
教
』
岩
波
書
店
、
一
九
九
〇
）
。

⑤
法
橋
成
信
は
、
そ
の
俗
縁
が
明
ら
か
で
な
い
が
、
『
応
諾
晒
に
よ
れ
ば
こ
の
頃

　
す
で
に
平
等
院
の
修
理
別
当
の
任
に
あ
り
、
忠
実
や
麗
子
は
成
信
に
歯
骨
を
さ
せ

　
る
な
ど
、
や
は
り
成
信
も
「
親
暁
人
」
で
あ
っ
た
。

⑥
大
饗
亮
氏
は
、
家
司
制
に
お
け
る
主
従
関
係
の
特
徴
の
一
つ
と
し
て
、
家
族
法

　
的
規
制
に
よ
る
結
合
の
側
面
の
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
す
る
（
「
平
安
後
期
律
令
官

　
制
に
お
け
る
主
従
的
構
成
」
『
封
建
的
主
従
制
成
立
史
研
究
』
風
間
書
房
、
一
九

　
六
七
）
。

⑦
十
一
人
と
は
以
下
の
者
で
あ
る
（
［
］
数
字
は
公
卿
、
黒
数
字
は
殿
上
人
）
。

　
［
1
］
内
大
臣
・
源
雅
実
、
門
2
一
申
納
言
・
雅
俊
、
［
3
］
同
・
国
儒
、
［
4
｝

　
参
議
・
堅
陣
、
［
5
］
非
参
議
・
顕
仲
、
留
家
定
、
＠
雅
兼
ほ
以
上
が
黒
房
の
子
。

　
［
6
］
中
納
雷
・
顕
通
（
門
1
］
雅
実
男
）
、
⑬
季
房
（
9
雅
兼
男
）
、
⑭
顕
国

　
（
［
3
］
国
信
男
）
、
⑤
顕
重
（
［
2
扁
雅
俊
男
）
一
－
以
上
が
顕
房
の
孫
。

⑧
角
田
文
衛
氏
は
、
「
近
習
」
と
は
「
近
習
」
た
る
べ
き
の
沙
汰
が
必
要
で
あ
り
、

　
院
庁
の
別
当
・
判
官
代
・
主
典
代
・
殿
上
入
等
の
す
べ
て
が
必
ず
し
も
「
近
習
扁

　
で
は
な
い
、
と
指
摘
す
る
（
「
後
白
河
院
の
近
臣
」
㎎
後
白
河
院
㎞
吉
川
弘
文
館
、

　
～
九
九
三
）
。

⑨
　
秋
山
喜
代
子
氏
は
、
順
徳
天
皇
の
著
し
た
『
禁
秘
抄
』
に
乳
父
・
乳
父
子
が
摂

　
関
・
外
戚
・
有
力
公
卿
と
並
ん
で
、
天
皇
の
私
的
空
間
と
言
え
る
台
盤
所
へ
の
出

　
入
り
を
許
可
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
乳
父
・
乳
父
子
が

　
天
皇
近
習
と
し
て
の
待
遇
を
受
け
て
い
た
と
指
摘
す
る
（
「
乳
父
に
つ
い
て
駄
『
史

　
学
雑
誌
㎞
九
九
－
七
、
㏄
九
九
Q
）
。

⑩
中
田
祝
炎
・
峯
岸
明
輝
噌
色
葉
宇
類
抄
研
究
並
び
に
総
合
索
3
1
・
黒
川
本
陰
影

　
篇
』
（
風
間
書
房
、
｝
九
九
七
）
上
八
入
ウ
。

⑪
棋
道
雄
門
総
論
」
（
『
院
政
時
代
史
論
集
』
続
群
書
類
従
完
成
会
、
一
九
九
三
）
。

⑫
故
人
と
の
所
縁
を
明
示
す
る
も
の
に
、
喪
服
で
あ
る
素
服
の
支
給
が
あ
っ
た
。

　
た
と
え
ば
欄
玉
葉
㎞
治
承
五
年
（
＝
八
｝
）
工
月
十
日
条
か
ら
、
素
服
支
給
の

　
有
無
の
他
に
、
素
意
の
色
の
濃
淡
に
よ
っ
て
も
親
疎
の
差
が
設
け
ら
れ
て
い
た
こ

　
と
が
分
か
る
。

⑬
勝
田
至
、
「
は
じ
め
に
」
注
⑥
前
掲
論
文
、
及
び
「
申
世
民
衆
の
解
脱
と
死
繊
」

　
（
『
日
本
中
世
の
墓
と
葬
送
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
六
）
。
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第
二
章
　
中
世
後
期
に
お
け
る
僧
俗
の
分
業
形
態

第
…
節
　
＝
向
僧
沙
汰
」
の
実
態

　
中
世
後
期
に
葬
送
の
担
い
手
が
変
化
し
て
い
た
こ
と
は
、
延
文
二
年
（
；
一
五
七
）
広
義
門
院
西
園
寺
寧
子
の
葬
送
を
「
無
異
門
僧
申
二
御
沙

汰
一
」
し
、
そ
れ
が
「
曾
無
二
先
規
　
」
か
っ
た
と
評
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
窺
え
る
（
史
料
纂
集
『
園
太
暦
瞼
同
年
閏
七
月
二
十
五
日
条
）
。
こ
う

し
た
「
異
門
僧
」
の
「
申
沙
汰
」
に
よ
る
葬
送
は
、
「
一
向
聖
沙
汰
」
（
薗
太
歴
貞
和
四
年
十
～
月
十
三
日
条
）
、
「
一
向
上
人
沙
汰
」
（
『
伏
見
上

皇
御
中
再
呈
文
保
元
年
九
月
四
日
条
）
等
と
も
称
さ
れ
る
が
、
本
稿
は
「
一
向
僧
沙
汰
」
（
史
料
纂
集
『
師
守
記
舳
康
永
四
年
八
月
二
十
三
日
条
）
と

表
記
す
る
。
こ
の
「
一
向
僧
沙
汰
」
と
は
、
か
つ
て
は
＝
向
宗
の
僧
の
沙
汰
」
等
と
誤
解
さ
れ
て
い
た
が
、
林
譲
氏
に
よ
っ
て
「
一
向
に
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

す
な
わ
ち
葬
送
を
全
体
に
わ
た
っ
て
禅
律
僧
が
実
施
す
る
こ
と
と
指
摘
さ
れ
た
。
こ
の
指
摘
に
よ
り
現
在
で
は
、
「
「
葬
礼
」
の
儀
式
全
般
（
納

棺
・
火
葬
・
土
葬
・
拾
骨
・
分
骨
・
墓
所
造
営
・
墓
所
供
養
）
を
す
べ
て
僧
衆
や
上
人
が
沙
汰
し
、
俗
人
が
関
与
し
な
く
な
っ
た
こ
と
を
指
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

も
の
」
と
、
井
原
今
朝
男
氏
が
述
べ
る
よ
う
な
理
解
と
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
「
律
僧
が
一
向
沙
汰
と
い
う
形
態
で
葬
送
全
般
を
請
け
負
う

体
制
が
成
立
し
て
い
た
」
と
説
く
大
石
氏
も
、
こ
う
し
た
コ
尼
僧
沙
汰
」
に
対
す
る
理
解
を
前
提
と
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
で
あ
ろ
う
。

で
は
、
禅
律
僧
が
コ
向
に
」
実
施
し
た
葬
送
で
は
、
親
族
や
近
臣
な
ど
の
俗
人
が
葬
送
儀
礼
に
関
与
す
る
こ
と
は
本
当
に
な
く
な
っ
た
の
で

あ
ろ
う
か
。
最
初
に
こ
の
点
を
確
認
す
る
。

　
ま
ず
、
応
安
七
年
（
一
三
七
四
）
正
月
二
十
九
日
に
没
し
た
後
光
厳
上
皇
の
事
例
と
し
て
、
『
洞
院
公
定
公
記
脚
（
続
史
料
大
成
）
同
年
正
月
二

十
八
日
条
と
三
十
日
条
を
引
用
し
ょ
う
。

　
　
廿
八
日
、
（
中
略
）
御
璽
後
事
等
一
向
可
一
一
申
沙
汰
一
之
由
、
被
レ
召
凝
仰
安
楽
光
院
見
塁
上
入
｛
出
御
機
縁
之
至
希
有
也
、
且
為
二
面
図
【
欺
、
（
中
略
）
、

　
　
辮
日
、
今
霞
御
入
棺
事
、
安
楽
光
院
一
向
申
沙
汰
、
不
レ
及
二
番
中
所
役
等
↓
僧
中
沙
汰
也
云
々
、
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こ
れ
に
よ
れ
ば
、
後
光
厳
上
皇
が
没
す
る
前
日
、
安
楽
光
院
見
月
上
人
は
上
皇
没
後
の
儀
を
門
一
向
申
沙
汰
」
す
る
よ
う
命
じ
ら
れ
、
実
際
に
、

見
月
上
人
が
入
棺
を
＝
向
申
沙
汰
」
し
て
い
た
。
し
か
し
、
『
保
光
卿
記
』
同
年
二
月
三
日
条
に
よ
れ
ば
、
納
骨
は
院
執
権
で
あ
っ
た
柳
原

幽
光
が
行
っ
て
い
る
。
ま
た
、
応
永
十
五
年
（
一
四
〇
八
）
足
利
義
満
の
葬
送
は
、
㎎
鹿
苑
院
殿
麗
葬
記
臨
（
群
書
類
従
二
九
）
に
「
御
茶
毘
等
事
、

寺
沙
汰
」
と
あ
り
、
現
に
出
棺
か
ら
蛮
骨
ま
で
の
役
員
が
記
さ
れ
た
「
役
者
交
名
事
」
に
は
、
禅
僧
の
名
が
そ
れ
ぞ
れ
記
さ
れ
て
い
た
。
と
こ

ろ
が
拾
骨
は
、
義
満
の
子
息
で
あ
る
義
持
・
義
嗣
と
外
戚
の
日
野
重
光
と
が
行
っ
て
い
た
（
『
教
言
卿
記
臨
同
年
五
月
十
一
日
条
）
。

　
こ
の
二
例
か
ら
窺
え
る
こ
と
は
、
「
一
向
僧
沙
汰
」
と
言
っ
て
も
、
禅
砲
丸
が
必
ず
し
も
入
棺
か
ら
納
骨
ま
で
す
べ
て
の
儀
礼
を
実
施
し
て

い
る
わ
け
で
は
な
く
、
王
家
や
禅
宗
に
強
く
依
存
し
た
将
軍
家
で
も
、
拾
骨
・
納
骨
な
ど
は
親
族
・
近
臣
が
行
っ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
し
か

も
、
史
料
に
禅
律
僧
が
「
下
火
」
（
茶
毘
、
遺
体
へ
の
着
火
の
こ
と
）
な
ど
を
勤
め
る
と
記
さ
れ
て
い
て
も
、
下
火
儀
礼
を
差
配
す
る
者
と
下
火
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
周
鏡
）

の
も
の
を
行
う
者
と
が
必
ず
し
も
一
致
し
な
い
。
た
と
え
ば
延
徳
二
年
（
一
四
九
〇
）
足
利
義
政
の
葬
送
で
は
、
「
下
火
〈
月
翁
〉
」
（
岩
心
公

記
圏
同
年
正
月
二
十
三
日
条
）
と
あ
り
、
蒙
毘
は
禅
僧
の
月
翁
周
鏡
が
行
っ
た
か
の
如
く
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
『
蔭
涼
軒
日
録
蜘
（
続
史
料
大
成
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
足
利
義
視
）

同
月
二
十
日
条
に
は
「
下
火
・
拾
嘉
事
者
、
大
御
所
可
レ
有
二
御
沙
汰
」
と
あ
り
、
下
火
そ
の
も
の
や
拾
骨
は
足
利
義
視
が
行
う
も
の
と
さ
れ

て
い
た
。

　
以
上
の
よ
う
に
コ
若
僧
沙
汰
」
と
は
、
す
べ
て
の
葬
送
儀
礼
を
禅
律
僧
が
行
う
こ
と
は
意
味
し
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
中
世
後
期
に

僧
俗
が
葬
送
に
ど
の
よ
う
に
関
わ
っ
て
い
た
か
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
儀
礼
に
つ
い
て
個
別
に
検
証
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。

第
二
節
　
中
世
後
期
に
お
け
る
分
業
形
態
の
変
化

　
本
節
で
は
、
中
世
後
期
に
お
い
て
葬
送
の
ど
の
儀
礼
が
禅
律
僧
の
「
僧
沙
汰
」
に
な
っ
て
い
た
の
か
を
検
討
す
る
。
そ
の
た
め
、
「
異
門
奉

行
」
の
始
ま
り
と
さ
れ
た
嘉
元
三
年
（
一
三
〇
五
）
亀
山
上
皇
の
葬
送
か
ら
十
六
世
紀
來
ま
で
の
葬
送
で
、
五
つ
の
儀
礼
そ
の
も
の
を
担
っ
た

者
が
判
明
し
た
二
七
事
例
を
表
■
に
ま
と
め
た
（
禅
律
僧
自
身
が
行
っ
て
い
る
儀
礼
や
「
僧
沙
汰
」
等
と
表
現
さ
れ
て
い
る
儀
礼
に
は
A
印
を
付
し
た
。
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表
∬
　
禅
律
僧
と
俗
人
の
担
っ
た
葬
送
儀
礼

酌

西
　
暦

葬
礼
年
月
日
／
姦
盗
B

死
　
　
者

沐
　
浴

入
　
棺

茶
山
埋
葬

拾
　
骨

納
　
骨

典
拠
（
年
　
日
送
と
同
じ
年
な
ら
省
略
V

ω

一
三
〇
五

嘉
元
3
・
9
・
1
7
／
9
・
1
5
亀
山
上
皇

A

《

▲

竃
山
院
嵌
御
記
』
9
・
1
6

ω

～
三
一
七

文
保
1
・
9
・
4
／
9
・
3伏
見
上
皇

A

○

『
伏
見
上
皇
中
陰
記
』
9
・
4
／
9
・
5

㈹

一
三
四
八

貞
和
4
・
1
1
・
1
3
／
1
1
・
1
1
花
園
法
皇

《

墨
太
暦
㎞
1
1
・
1
3

㊥

＝
二
六
七

貞
治
6
・
4
・
2
7
／
4
・
2
6足利
基
氏

ム

『
空
華
目
用
工
文
略
二
一
4
・
2
7

㈲

～
三
七
四

応
安
7
・
2
・
2
／
1
・
2
9後光
厳
上
皇

▲

A

ム

○

『
洞
院
公
定
公
記
臨
1
・
3
0
呪
柳
原
家
記
録
』
2
・
2
／
2
・
3

㈲

＝
二
九
八

応
永
5
・
1
・
2
2
／
1
・
1
3
崇
光
天
豊

ム

A
＊

『
凶
事
部
類
馳

Gり

｝
四
〇
二

硲
永
9
・
5
・
4
／
5
・
3吉
田
兼
煕

A
＊

○

『
吉
田
家
日
次
記
㎞
5
・
3
／
5
・
6

㈹

一
四
〇
八

応
永
1
5
・
5
・
1
0
／
5
・
6足利
義
満

○

『
二
言
卿
記
油
5
・
1
1

働

一
四
一
六

応
永
2
3
・
1
1
・
2
4
／
1
1
・
2
0

栄
仁
親
王

ム

A
＊

○

『
看
聞
日
記
㎞
1
1
・
2
0
／
1
1
・
2
3
／
1
1
・
2
6

⑩

一
四
二
七

応
永
3
4
・
5
・
2
5
／
5
・
2
0
崇
賢
門
院
仲
子

○

『
兼
宣
公
記
』
5
・
2
7

佃

一
四
二
八

応
永
3
5
・
1
・
2
3
／
1
・
1
8
足
利
義
持

ム

△

『
満
済
准
后
日
記
臨
1
・
1
8
咽
建
内
記
舳
1
・
2
3
／
1
1
・
2
5

働

一
四
二
八

正
長
1
・
7
・
2
9
／
7
・
2
0
称
光
天
皇

《

△

○

『
満
済
准
后
日
記
』
7
・
2
2
『
称
光
天
皇
御
葬
礼
記
㎞

㈲

～
四
三
三

永
享
5
・
1
0
・
2
7
／
1
0
・
2
0
後
小
松
法
皇

○

『
師
郷
記
』
1
0
・
3
0

側

一
四
六
三

覧
正
4
・
8
・
1
1
／
8
・
8日
野
重
子

○

O
A

A

『
蔭
涼
軒
日
録
画
8
・
1
1

㈲

～
四
七
一

文
明
3
・
1
・
3
／
　
文
聡
2
・
1
2
・
2
7

後
花
園
法
皇

A
＊

A

A

△

『
親
長
卿
記
隔
文
明
2
・
1
2
・
2
8
／
文
明
3
・
1
・
9
岡
宗
賢
卿
記
』
文
明
3
・
1
・
3

㈲

一
四
八
八

長
享
2
・
5
・
3
／
4
・
2
8田
楽
門
院
藤
原
信
子

ゑ

○

○

『
親
長
卿
壁
画
4
・
2
8
、
咽
実
隆
公
認
』
5
・
4

㈲

一
四
八
八

長
享
2
・
1
0
・
2
4
／
1
0
・
1
9
近
衛
虜
嗣

○
幽

○

『
後
法
興
院
記
臨
1
0
・
2
4
／
1
0
・
2
5

㈹

｝
四
八
九

畏
享
3
・
4
・
9
／
3
・
2
6足
利
義
尚

○

○

A

『
蔭
凍
軒
日
録
』
4
・
9
／
6
・
6
『
鹿
苑
日
録
㎞
4
・
9
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㈲

｝
四
九
〇

延
徳
2
・
1
・
2
3
／
1
・
7足利
義
政

△

○

○

『
四
竃
軒
日
録
』
1
・
1
1
／
1
・
2
3

⑳

一
四
九
一

延
徳
3
・
1
・
2
5
／
1
・
7足
利
義
視

○

○

灘
凛
軒
日
鐘
1
・
2
5

⑳

一
四
九
五

明
応
4
・
3
・
1
6
／
3
・
1
2
三
条
公
治

△
＊

A

…

1

糞
隆
公
記
』
3
・
1
6

⑳

一
四
九
六

明
応
5
・
7
・
1
7
／
7
・
1
1

勧
修
寺
敦
秀

△

1

1

『
実
隆
公
記
臨
7
・
1
7

㈲

…
五
〇
〇

明
応
9
・
H
・
1
1
／
9
・
2
8
後
土
御
門
天
皇

△

A

○

隅
明
応
凶
事
記
』
9
・
1
4
／
1
1
・
1
2

㈱

一
五
〇
二

文
亀
2
・
4
・
6
／
4
・
1甘
露
寺
元
長
の
母

A

A

○

『
元
長
卿
記
』
尋
・
2
／
4
・
6

鉤

一
五
二
六

大
永
6
・
5
・
3
／
4
・
7後
柏
原
天
皇

△

A

○

○

『
二
水
記
画
4
・
1
1
／
5
・
3

㈲

　
五
五
〇

天
文
1
9
・
5
・
2
1
／
5
・
4
足
利
義
晴

A

△

四
萬
松
院
殿
穴
太
記
』

鋤

一
五
五
七

弘
治
3
・
1
1
・
2
2
／
9
・
5
後
奈
良
天
皇

△

○
ム

○
ム

『
後
奈
良
天
皇
御
入
棺
覚
㎞
門
後
奈
良
院
御
拾
骨
記
㎞
1
1
・
2
5

俗
人
関
与
○
の
合
計

0

0

5

14

7

合
　
　
計

禅
律
僧
単
独
A
の
合
計
（
）
は
俗
人
と
の
協
業
も
含
む

13

12

4

3
（
5
）

6
（
7
）

注
1
一
△
は
禅
律
僧
、
留
は
顕
密
僧
、
○
は
俗
人
（
僧
が
故
人
の
親
族
な
ら
○
に
含
め
た
）
を
示
す
。
土
葬
の
場
合
拾
骨
・
納
骨
は
不
要
の
た
め
「
一
」
と
表
示
。

　
　
な
お
、
表
中
の
○
だ
け
の
項
目
が
、
当
該
儀
礼
に
僧
侶
が
立
ち
合
っ
て
い
な
い
こ
と
を
示
す
も
の
で
は
な
い
。

注
2
日
＊
を
付
し
た
結
樽
に
お
い
て
、
史
料
の
上
で
は
禅
律
僧
が
沐
浴
・
入
学
を
行
っ
た
と
の
明
記
は
な
い
。
し
か
し
、
禅
宗
寺
院
等
へ
遺
体
が
搬
入
さ
れ
た
後
に
沐
浴
・
入
棺
が
行
わ
れ
た
こ
と
が
記
録
さ
れ

　
　
て
い
る
た
め
、
「
憎
沙
汰
扁
と
推
定
し
た
。

以
下
、
本
稿
で
用
い
る
0
数
字
は
表
亘
に
よ
る
）
。
こ
の
表
か
ら
理
解
で
き
る
特
徴
的
な
こ
と
は
、
禅
律
僧
が
単
独
で
沐
浴
・
入
棺
を
行
っ
た
事
例

が
そ
れ
ぞ
れ
　
三
例
・
二
一
例
に
及
ぶ
の
に
対
し
、
茶
畑
・
拾
骨
・
納
骨
は
わ
ず
か
三
例
～
六
例
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
一
方
、

俗
人
は
こ
れ
と
は
真
逆
で
あ
っ
た
。
俗
人
が
、
沐
浴
・
入
棺
に
関
与
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
で
き
る
事
例
は
皆
無
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
茶

毘
・
食
事
・
納
骨
に
は
依
然
と
携
わ
っ
て
い
た
。
中
世
前
期
の
葬
送
で
は
沐
浴
や
入
棺
も
顕
密
僧
で
は
な
く
、
俗
人
が
担
っ
て
い
た
こ
と
を
思

え
ば
、
沐
浴
・
入
棺
儀
礼
の
担
い
手
が
俗
人
か
ら
禅
律
僧
に
代
わ
っ
た
と
こ
ろ
に
顕
著
な
変
化
が
あ
る
。
そ
の
結
果
、
沐
浴
・
入
棺
作
法
の
知

識
が
引
入
の
問
で
次
第
に
失
わ
れ
て
い
っ
た
こ
と
が
、
十
五
世
紀
初
め
か
ら
確
認
で
き
る
。
た
と
え
ば
容
器
光
天
皇
の
葬
送
で
は
、
「
此
事
御
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入
棺
役
人
可
二
奉
仕
皿
也
、
至
徳
不
レ
知
二
子
藪
下
伍
一
向
律
僧
等
奉
仕
云
々
」
（
大
日
本
古
記
録
『
薩
戒
記
隔
正
長
元
年
七
月
二
十
二
日
条
）
と
い
い
、

ま
た
㈲
藤
原
信
子
の
葬
送
で
は
、
「
云
二
北
首
ハ
云
二
沐
浴
↓
人
々
不
レ
存
q
知
之
一
」
（
増
補
史
料
大
成
『
駅
長
無
記
』
長
享
二
年
四
月
二
十
八
日
条
）
と

記
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
㈱
後
上
御
門
天
皇
の
葬
送
を
記
し
た
『
明
応
凶
事
記
輪
（
『
続
群
書
類
従
騙
三
＝
〒
）
で
は
、

　
有
二
御
室
湯
之
事
硝
煙
儀
先
例
雲
客
沙
汰
也
、
中
古
以
来
被
レ
付
二
黒
衣
｝
為
二
其
沙
汰
一
之
間
、
俗
中
夏
レ
知
之
分
也
、
（
中
略
）
御
浴
湯
素
式
、
右
者
為
二
臣
下

　
之
沙
汰
ハ
（
中
略
）
奉
レ
入
二
御
棺
｝
云
々
、
如
レ
此
之
軍
事
、
大
様
之
間
近
例
被
レ
付
二
黒
衣
文
一
者
、
事
為
二
論
判
一
也
、
伍
俗
中
不
レ
知
之
由
也
、

と
、
沐
浴
・
入
棺
の
儀
が
「
俗
習
不
知
」
で
あ
っ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
葬
送
の
儀
礼
作
法
に
対
す
る
知
識
が
俗
人
の
問
で
失
わ

れ
て
し
ま
っ
た
と
の
記
事
は
、
茶
園
・
拾
骨
・
納
骨
等
に
は
確
認
で
き
ず
、
逆
に
「
僧
沙
汰
」
が
ま
さ
し
く
沐
浴
・
入
棺
を
中
心
に
行
わ
れ
て

い
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
で
は
、
な
ぜ
俗
人
が
中
世
後
期
に
な
っ
て
も
、
茶
毘
や
拾
骨
・
納
骨
を
行
い
続
け
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
を
考
え
る
た
め
に
、
こ
れ
ら
の

儀
礼
を
俗
人
の
な
か
で
も
ど
の
よ
う
な
人
が
担
っ
て
い
た
か
、
あ
る
い
は
担
う
べ
き
と
考
え
ら
れ
て
い
た
か
を
、
ま
ず
傘
骨
・
納
骨
の
事
例
か

ら
確
認
し
て
お
こ
う
。
⑱
後
小
松
法
皇
の
拾
骨
は
、
「
旧
院
御
拾
骨
也
、
一
向
廻
方
沙
q
汰
之
こ
（
史
料
纂
集
『
師
資
観
永
享
五
年
十
月
三
十
ケ

条
）
と
、
「
係
方
」
す
な
わ
ち
有
縁
の
者
が
行
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
次
に
働
雷
光
天
皇
の
事
例
（
『
聖
楽
天
皇
御
葬
礼
記
』
）
で
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
時
房
）
　
　
　
　
　
　
（
盛
光
）

　
今
B
御
拾
骨
也
、
（
中
略
）
単
寧
僧
中
一
向
奉
仕
云
々
、
先
々
俗
累
由
緒
人
勤
レ
之
也
、
但
重
圏
〈
万
里
小
路
大
納
書
・
日
野
新
畳
納
言
・
治
部
卿

　
　
（
日
野
西
）

　
資
宗
朝
臣
〉
等
参
向
云
々
、
日
野
新
中
納
言
〈
由
緒
人
也
〉
、
入
二
仙
骨
於
御
手
掛
一
奉
レ
懸
也
、
深
草
法
華
堂
云
々
、

と
、
「
僧
沙
汰
」
で
あ
っ
た
拾
骨
も
、
従
来
は
「
釜
中
由
緒
人
」
が
行
っ
て
き
た
と
し
、
ま
た
納
骨
は
野
点
天
皇
の
外
戚
に
当
た
る
日
野
西
盛

光
が
、
「
由
緒
人
」
と
し
て
行
っ
て
い
た
。
さ
ら
に
⑯
藤
原
信
子
の
事
例
（
続
群
書
類
従
『
実
隆
公
二
一
長
享
二
年
五
月
四
日
条
）
で
も
、
納
骨
を

行
う
者
は
本
来
「
由
緒
人
」
が
望
ま
し
い
と
の
観
念
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
（
葉
室
教
忠
）

　
帥
歯
黒
日
定
而
奉
レ
納
欺
、
錐
レ
非
二
野
緒
人
ハ
近
日
彼
東
洞
院
殿
御
所
様
方
砥
膜
壁
問
、
依
レ
無
一
　
其
人
↓
別
而
為
二
勅
定
硝
院
司
事
等
被
日
計
仰
一
命
乎
、

　
こ
う
し
た
「
由
緒
人
」
が
行
う
べ
き
と
の
考
え
は
、
翠
黛
に
お
い
て
も
実
態
か
ら
窺
知
で
き
る
。
た
と
え
ば
、
働
近
衛
房
嗣
の
祭
毘
で
は
、
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③

子
息
政
家
の
家
僕
中
最
上
位
の
竹
崖
治
光
等
が
寵
の
傍
で
着
火
し
、
拾
骨
は
政
家
自
ら
が
行
っ
て
い
た
（
『
後
法
興
上
記
』
長
享
二
年
十
月
二
十
四

日
・
二
十
五
日
条
）
。
ま
た
㈱
足
利
義
尚
の
葬
送
で
は
、
義
尚
の
外
戚
で
あ
る
日
野
政
資
と
管
領
細
川
政
元
と
が
火
屋
へ
入
り
（
『
将
軍
義
尚
公
麗

逝
記
騙
）
、
政
元
が
棺
へ
着
火
し
て
い
た
（
『
鹿
苑
日
録
舳
長
享
三
年
四
月
九
日
条
）
。
こ
の
よ
う
に
茶
毘
や
拾
骨
等
を
「
由
緒
人
」
が
行
う
こ
と
に
、

実
は
人
々
の
こ
だ
わ
り
が
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
、
㈲
後
花
園
法
皇
の
拾
骨
（
『
親
長
卿
記
』
文
明
三
年
正
月
九
日
条
）
で
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
親
長
X
四
辻
季
春
）

　
今
日
御
拾
鳥
箒
、
一
向
僧
衆
沙
汰
也
、
（
一
斗
）
予
・
金
吾
不
レ
拾
二
御
宮
〈
今
日
日
野
大
納
言
資
綱
云
、
参
仕
鶏
人
不
レ
可
レ
拾
二
御
骨
ハ
為
二
先
規
一
云
々
、

　
予
不
レ
見
二
旧
記
↓
後
引
勘
之
所
、
参
仕
公
卿
殿
上
人
悉
拾
レ
之
勿
論
也
、
彼
卿
霜
割
何
事
如
レ
此
命
哉
、
人
々
又
無
二
覚
悟
納
無
念
轟
々
〉
、

と
記
さ
れ
て
い
る
。
先
規
に
よ
っ
て
、
参
仕
の
俗
人
は
一
骨
を
し
て
は
い
け
な
い
、
と
日
野
資
綱
が
命
じ
た
。
こ
の
た
め
甘
露
寺
親
身
も
拾
骨

を
し
な
か
っ
た
。
し
か
し
旧
記
を
参
照
す
る
と
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
先
規
な
ど
に
は
な
か
っ
た
。
「
人
々
又
無
二
覚
悟
↓
無
念
々
々
」
と
の
一

節
に
は
、
後
花
園
法
皇
に
対
す
る
三
十
年
来
の
近
習
（
由
緒
人
）
を
自
認
し
て
き
た
親
心
に
と
っ
て
（
隅
三
石
卿
記
㎏
同
二
年
十
二
月
二
十
六
日
条
）
、

甲
骨
を
で
き
な
か
っ
た
こ
と
へ
の
無
念
さ
と
憤
り
を
感
じ
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
働
栄
仁
親
王
の
拾
骨
（
図
書
寮
叢
刊
魍
看
聞
日
記
隔
応
永

二
十
三
年
十
一
月
二
十
六
日
条
）
で
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
田
向
経
良
X
鷹
田
）

　
周
乾
蔵
主
・
蔭
蔵
主
・
桂
首
座
・
寿
蔵
主
等
奉
レ
拾
二
御
璽
ハ
抑
椎
野
殿
不
拾
給
↓
為
二
黒
衣
御
見
所
不
レ
得
一
其
意
↓
三
位
・
享
有
朝
臣
同
不
レ
奉
レ
拾
、
難

　
　
レ
有
二
先
規
一
不
レ
拾
之
条
如
侮
、

と
あ
る
よ
う
に
、
栄
仁
の
王
子
浄
金
剛
院
住
持
椎
野
と
、
と
も
に
栄
仁
母
庭
田
資
子
の
甥
で
あ
っ
た
田
向
経
世
と
庭
田
重
有
は
拾
子
に
加
わ
っ

て
い
な
い
。
彼
等
が
そ
う
し
た
の
も
「
黒
衣
御
見
所
」
や
「
先
規
」
に
従
っ
た
た
め
と
言
う
。
し
か
し
、
栄
仁
の
王
子
貞
成
親
王
は
先
規
な
ど

に
得
心
で
き
な
い
と
書
う
、
そ
の
心
骨
に
対
す
る
強
い
思
い
や
こ
だ
わ
り
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
で
は
、
な
ぜ
俗
人
の
「
由
緒
人
」
が
茶
毘
や
拾
骨
・
納
骨
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
、
こ
れ
ほ
ど
こ
だ
わ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ

に
対
す
る
当
時
の
理
解
の
一
端
を
、
⑲
足
利
義
政
の
葬
送
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
『
蔭
涼
軒
日
録
』
延
徳
二
年
正
月
十
九
日
・
二
十
日
・
二

十
三
日
条
に
は
概
略
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。
次
期
将
軍
と
決
ま
っ
た
足
利
義
挙
は
、
実
父
冠
註
と
と
も
に
義
政
の
葬
送
に
臨
ん
で
い
た
。
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し
か
し
、
義
材
は
実
父
の
生
存
を
理
由
と
し
て
、
奈
毘
終
了
後
は
帰
る
と
連
絡
し
て
き
た
。
こ
れ
に
対
し
て
五
泉
黒
影
は
「
御
幕
為
二
御
相
続
一

者
、
挽
緋
・
下
火
・
拾
骨
細
事
、
御
沙
汰
無
二
余
義
一
如
何
」
と
応
答
し
て
い
る
。
つ
ま
り
挽
綿
（
遣
骸
が
納
め
ら
れ
た
寵
と
結
ば
れ
た
善
の
綱
を
引

く
こ
と
）
、
下
火
と
歯
骨
の
三
つ
が
、
葬
送
に
お
け
る
相
続
者
の
勤
め
で
あ
る
と
亀
泉
は
諌
め
た
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
後
、
故
実
に
精
通
し
た

伊
勢
貞
宗
か
ら
も
「
如
二
先
規
｝
御
沙
汰
可
レ
然
」
と
進
言
が
あ
っ
た
た
め
、
義
心
と
義
材
は
二
十
三
日
に
茶
毘
・
整
骨
を
行
っ
て
い
る
。

　
西
谷
地
晴
美
氏
は
中
世
前
期
の
史
料
を
用
い
て
、
中
世
社
会
は
葬
送
の
執
行
が
相
伝
を
支
え
る
重
要
な
相
続
慣
行
の
一
つ
で
あ
っ
た
と
指
摘

　
　
④
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

し
た
が
、
中
世
後
期
の
葬
送
で
も
茶
毘
・
拾
骨
は
、
相
続
慣
行
を
支
え
る
機
能
を
果
た
し
て
い
た
。
こ
の
よ
う
に
＝
向
僧
沙
汰
」
と
言
っ
て

も
、
葬
送
儀
礼
す
べ
て
を
禅
律
僧
が
執
り
行
っ
て
い
た
と
い
う
の
で
は
な
く
、
茶
毘
・
拾
骨
な
ど
は
相
続
慣
行
の
上
か
ら
も
俗
人
が
執
り
行
う

必
要
が
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
禅
律
僧
も
そ
れ
を
承
知
し
て
俗
人
へ
助
言
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
通
り
、
中
世
後
期
の
葬
送
が
禅
律
憎
の
担
う
コ
話
声
沙
汰
」
に
変
化
す
る
と
い
っ
て
も
、
大
石
氏
が
強
調
す
る
よ
う
な
、
禅
律
僧

が
沐
浴
・
入
棺
・
歯
面
・
拾
骨
・
納
骨
な
ど
「
遺
骸
の
処
理
に
か
か
わ
る
葬
送
を
専
門
に
沙
汰
」
し
た
と
い
う
の
で
は
な
く
、
主
に
沐
浴
・
入

棺
を
彼
等
が
担
う
、
俗
人
と
の
分
業
形
態
で
あ
っ
た
。
し
か
も
沐
浴
・
入
棺
は
中
盤
前
期
ま
で
は
俗
人
が
行
っ
て
お
り
、
そ
れ
を
中
世
後
期
に

禅
律
僧
が
担
う
よ
う
に
な
っ
た
わ
け
で
あ
り
、
決
し
て
顕
密
僧
か
ら
継
承
し
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
こ
の
変
化
は
、
㈱
後
土
御
門
天
皇
の
葬

送
を
記
し
た
噸
明
応
凶
事
記
』
が
書
き
残
し
て
い
た
よ
う
に
、
ま
さ
し
く
重
湯
・
入
棺
の
儀
を
担
当
す
る
者
が
、
雲
客
・
臣
下
か
ら
黒
衣
僧
へ

変
化
し
て
い
た
史
実
を
示
す
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
茶
箆
・
拾
骨
等
は
、
相
続
慣
行
と
い
う
観
点
か
ら
も
、
親
族
・
近
臣
な
ど
の
「
由
緒
人
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

に
よ
る
こ
と
が
必
要
と
さ
れ
て
お
り
、
中
世
前
期
の
観
念
と
の
連
続
性
も
窺
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
で
は
、
葬
送
を
全
体
に
わ
た
っ
て
「
異
門
僧
」
で
あ
る
禅
律
僧
が
実
施
す
る
と
し
た
．
「
一
向
僧
沙
汰
」
と
は
、
何
を
も
っ
て
そ
う
称
さ

れ
た
の
か
、
そ
の
意
味
す
る
も
の
が
何
で
あ
っ
た
の
か
。
こ
の
こ
と
が
解
き
明
か
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
次
章
で
そ
れ
を
検
討
し
よ
う
。
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①
林
譲
「
南
北
朝
期
に
お
け
る
京
都
の
時
衆
の
一
動
向
」
（
『
日
本
歴
史
』
四
〇
三

号
、
一
九
八
こ
。



②
井
原
今
朝
男
「
中
世
に
お
け
る
触
目
と
精
進
法
を
め
ぐ
る
天
皇
と
民
衆
知
」

　
（
噸
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
報
告
臨
　
一
五
七
、
二
〇
一
〇
）
。

③
湯
川
敏
治
氏
は
、
室
町
・
戦
国
期
の
家
政
職
員
が
主
家
と
は
家
族
的
な
主
従
関

　
係
に
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
す
る
（
「
公
家
日
記
に
み
る
家
政
職
員
の
実
態
」
『
戦
国

　
期
公
家
社
会
と
荘
園
経
済
㎞
続
群
書
類
従
完
成
会
、
二
〇
〇
五
）
。

④
西
谷
地
晴
美
「
中
世
的
土
地
所
有
を
め
ぐ
る
文
書
主
義
と
法
慣
習
」
（
『
日
本
中

　
世
の
気
候
変
動
と
土
地
所
有
』
校
倉
書
房
、
二
〇
　
二
）
。

⑤
永
正
四
年
（
一
五
〇
七
）
六
月
二
十
三
日
、
細
戸
政
元
は
養
子
澄
之
派
の
家
臣

　
に
暗
殺
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
七
月
八
日
に
将
軍
義
澄
か
ら
京
兆
家
家
督
を
認
め
ら

　
れ
た
澄
之
は
、
三
日
後
の
十
一
臼
に
長
元
の
葬
送
を
執
り
行
う
。
こ
の
こ
と
が

　
「
政
元
葬
礼
為
レ
三
一
一
子
礼
四
也
」
（
増
補
続
史
料
大
成
閥
宣
胤
藤
本
㎞
岡
年
七
月
八

　
日
条
）
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
養
親
の
葬
送
を
執
行
す
る
こ
と
が
「
子
礼
」

　
と
記
さ
れ
て
い
る
の
も
、
家
督
継
承
を
前
提
と
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

⑥
勝
田
氏
は
十
五
世
紀
後
半
に
足
利
将
軍
家
の
後
継
者
が
拾
逸
す
る
こ
と
を
、

　
「
縁
者
が
再
び
葬
送
の
作
業
に
関
与
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
」
（
「
中
世
の
葬
送

　
と
墓
制
」
門
日
本
葬
制
史
㎞
吉
辮
弘
文
館
、
二
〇
一
二
）
と
言
う
。
し
か
し
本
章

　
で
考
察
し
た
よ
う
に
、
葬
送
は
中
世
を
通
じ
一
貫
し
て
「
縁
者
し
が
行
っ
て
い
た

　
の
で
あ
り
、
氏
の
見
解
は
妥
当
で
は
な
い
。

第
三
章
　
葬
送
執
行
体
制
と
＝
向
沙
汰
」

中世における葬送の僧俗分業構造とその変化（島津〉

第
｛
節
　
＝
向
僧
沙
汰
」
の
再
考

　
　
コ
向
僧
沙
汰
」
の
意
味
す
る
も
の
が
何
で
あ
っ
た
の
か
を
考
え
る
た
め
、
ま
ず
く
5
0
＞
後
深
草
法
皇
の
事
例
を
取
り
上
げ
よ
う
。
後
深
草

法
皇
の
葬
送
は
、
禅
律
僧
が
コ
向
僧
沙
汰
」
し
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
が
、
こ
こ
に
は
次
の
よ
う
な
一
節
（
「
後
深
草
院
崩
御
記
」
嘉
元
二
年
七

月
十
六
日
条
）
が
存
在
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
公
衡
V
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
後
こ
条
天
皇
）

　
　
故
院
先
年
有
一
｝
御
約
諾
之
旨
↓
其
詔
旨
憩
、
所
詮
御
万
歳
之
後
事
、
～
向
可
一
一
執
沙
汰
一
之
由
也
、
予
又
深
存
二
其
旨
ハ
而
近
曾
予
奉
二
内
裏
御
乳
父
事
↓
御
本

　
　
意
已
可
一
一
相
違
一
歎
之
由
、
法
皇
常
有
二
御
遺
恨
之
気
↓
然
而
於
二
撃
墜
一
軒
、
暫
譲
澱
補
他
人
↓
奉
q
行
凶
事
↑
之
条
、
不
レ
可
レ
有
二
子
細
一
之
由
、
中
心
存
レ
之
、

　
　
又
奏
二
其
由
一
了
、

こ
の
一
節
に
は
、
後
深
草
法
皇
か
ら
生
前
、
西
園
寺
公
葬
に
対
し
て
没
後
事
（
葬
事
）
を
コ
向
可
二
黒
沙
汰
乙
と
の
仰
せ
が
あ
り
、
公
度
は

そ
れ
を
誓
約
し
て
い
た
こ
と
な
ど
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
、
俗
人
が
葬
送
を
＝
向
執
沙
汰
」
し
得
る
こ
と
、
ま
た
葬
送
を
＝
向
執

沙
汰
」
す
る
こ
と
が
「
奉
判
行
凶
事
一
」
と
言
い
換
え
ら
れ
、
＝
向
沙
汰
」
と
「
奉
行
」
と
が
同
義
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
コ
向
僧
沙
汰
」
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に
よ
る
葬
送
に
移
行
す
る
以
前
に
お
い
て
、
俗
人
が
葬
送
を
コ
向
沙
汰
」
し
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
こ
う
し
た
事
例
は
、
も
ち
ろ
ん

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
源
）
　
　
　
（
白
河
法
皇
V

右
の
例
だ
け
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
、
〈
3
1
＞
白
河
法
皇
の
葬
送
で
は
、
「
治
部
卿
能
俊
卿
、
本
院
等
身
　
向
可
二
沙
汰
　
由
被
レ
仰
判
下
之
ハ
侃

給
二
文
書
一
環
」
（
『
中
右
記
臨
大
治
四
年
七
月
八
日
条
）
と
あ
っ
て
、
鳥
羽
法
皇
が
白
河
院
別
当
で
あ
っ
た
源
能
俊
に
、
白
河
法
皇
の
葬
送
を
＝

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

向
沙
汰
」
す
る
よ
う
に
命
じ
て
い
る
。

　
一
方
、
『
女
滝
天
皇
御
葬
礼
記
』
が
「
嘉
元
三
・
文
保
已
来
宮
門
奉
行
」
と
述
べ
る
よ
う
に
、
鎌
倉
末
か
ら
禅
律
僧
が
葬
送
を
「
奉
行
」
す

る
よ
う
に
変
化
し
て
い
る
。
つ
ま
り
＝
向
僧
沙
汰
」
へ
の
変
化
と
は
、
葬
送
を
奉
行
す
る
者
が
俗
人
か
ら
禅
律
僧
へ
変
化
し
た
こ
と
を
指
す

も
の
と
言
え
る
。
で
は
、
葬
送
を
奉
行
す
る
と
は
旦
ハ
体
的
に
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
い
う
の
か
、
中
世
後
期
の
葬
送
事
例
か
ら
検
討
し
て
み
よ
う
。

　
五
山
の
諸
寺
長
老
が
㈹
足
利
義
満
の
葬
送
を
「
寿
僧
沙
汰
」
と
し
て
行
っ
た
と
記
す
糊
鹿
苑
院
殿
麗
勲
記
』
は
、
葬
送
の
諸
儀
礼
を
司
る
者

を
「
役
者
交
名
事
」
と
し
て
次
の
よ
う
に
列
記
す
る
。

　
　
下
火
　
鹿
苑
院
当
住
大
岳
、
全
国
　
雲
居
庵
中
山
、
鎖
寵
　
相
国
寺
前
住
無
求
、
点
茶
　
大
徳
院
在
中
、
点
湯
　
相
国
寺
当
住
東
啓
、
掛
真
　
天
竜
寺
前
住

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
万
）

　
益
聖
、
挙
経
　
怪
傑
寺
歓
西
堂
誠
中
、
念
論
　
爾
禅
寺
当
住
玉
海
、
起
骨
　
大
光
明
繊
月
庭
、
初
七
　
大
智
院
円
鑑
、
喪
主
　
等
持
院
院
宗
〈
御
話
巳
下
総

　
奉
行
也
〉
、
已
上
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
万
）

こ
こ
で
は
、
こ
の
交
名
の
最
後
に
あ
る
「
喪
主
　
等
持
院
襟
帯
〈
御
喪
已
下
総
奉
行
也
〉
」
に
注
目
し
た
い
。
こ
こ
か
ら
、
「
国
喪
已
下
」
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
そ
う
す

「
総
奉
行
」
を
等
持
院
万
宗
が
任
じ
ら
れ
、
そ
れ
が
「
喪
主
」
と
称
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
つ
ま
り
、
少
な
く
と
も
禅
宗
の
葬
送
で
は
、

特
定
の
僧
が
「
喪
主
」
と
し
て
任
じ
ら
れ
、
葬
送
を
「
総
奉
行
」
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
で
は
、
「
喪
主
」
と
は
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
こ
と

を
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
次
に
引
用
す
る
の
は
『
蔭
意
向
日
録
』
寛
正
四
年
（
一
四
六
三
）
八
月
十
一
日
過
で
、
こ
こ
に
は
ω
日
野
重
子

の
葬
儀
が
葬
所
で
進
行
す
る
様
子
が
記
さ
れ
て
い
る
。

　
諸
比
丘
尼
衆
者
、
葬
所
之
南
北
面
立
、
於
レ
是
喪
主
進
軍
篇
麗
麗
仏
事
↓
以
遠
和
尚
唱
二
法
語
↓
次
喪
主
講
二
璽
茶
仏
本
圃
九
淵
和
尚
唱
二
法
語
一
次
喪
主
請
二
乗

　
炬
仏
事
↓
鹿
苑
龍
瀧
和
尚
唱
二
法
語
ハ
語
了
、
郷
二
火
把
ハ
都
管
妙
会
唐
文
為
二
論
叢
一
輪
執
一
　
火
把
一
度
環
与
愚
↓
々
受
レ
之
奉
二
相
公
卿
偏
執
レ
之
高
丘
番
所
↓
自
二
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下
火
一
擶
遂
入
二
桟
敷
↓

こ
の
と
き
、
「
喪
主
」
は
次
々
と
仏
事
を
請
じ
、
そ
れ
に
仏
事
師
が
応
じ
て
婁
湯
、
婁
茶
、
乗
炬
等
と
仏
事
が
進
行
し
て
い
る
。
「
喪
主
」
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

「
現
今
の
葬
儀
委
員
長
に
当
た
る
」
と
理
解
さ
れ
る
よ
う
に
、
「
喪
主
」
は
ま
さ
に
葬
送
の
進
行
を
司
る
所
役
を
務
め
る
者
で
あ
っ
た
。
結
論

す
れ
ば
、
「
一
向
僧
沙
汰
」
と
は
、
特
定
寺
院
の
僧
侶
が
総
奉
行
と
し
て
葬
送
全
体
の
進
行
を
司
る
、
葬
送
の
執
行
体
制
を
意
味
す
る
も
の
で

あ
っ
た
。
そ
れ
で
は
、
中
世
前
期
に
は
こ
う
し
た
葬
送
を
奉
行
す
る
仕
組
み
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
。
そ
れ
を
理
解
す
る
た
め
に

く
3
3
＞
近
衛
天
皇
の
葬
送
を
取
り
上
げ
よ
う
。
近
衛
天
皇
が
没
し
た
日
の
『
兵
静
坐
』
久
寿
二
年
七
月
二
十
三
日
差
に
は
、

　
　
　
　
　
　
　
（
藤
原
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
藤
原
）

　
蔵
人
頭
左
中
弁
光
頼
朝
臣
、
為
二
法
皇
使
㎜
参
上
、
（
中
略
）
旧
主
凶
事
、
大
納
欝
伊
図
案
可
二
奉
行
一
之
由
、
同
被
レ
申
二
殿
町
了
、

と
あ
る
。
こ
れ
は
、
鳥
羽
法
皇
の
使
者
藤
原
光
子
が
関
白
忠
通
へ
、
近
衛
天
皇
の
葬
送
に
は
大
納
言
藤
原
伊
里
を
奉
行
と
す
る
よ
う
申
し
渡
し

た
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
奉
行
藤
原
伊
通
の
活
動
に
注
目
す
る
と
、
墾
田
は
関
白
や
他
の
大
納
言
と
と
も
に
「
御
入
棺
井
御
葬
礼
雑
事
」
を
定

め
て
い
た
（
『
曲
面
玉
串
同
年
七
月
二
十
七
日
条
）
。
こ
の
「
御
入
棺
井
蛙
葬
礼
雑
事
」
と
は
、
入
棺
者
や
「
御
葬
礼
雑
事
」
す
な
わ
ち
「
造
御
棺
」

「
山
作
所
」
等
、
葬
送
の
各
セ
ク
シ
ョ
ン
毎
に
役
人
名
と
責
任
者
で
あ
る
「
行
事
」
を
記
し
た
名
簿
で
あ
る
。
伊
通
は
、
奉
行
人
と
し
て
関
白

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

等
と
と
も
に
、
い
わ
ば
葬
送
の
執
行
体
制
を
決
定
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
「
御
葬
礼
雑
事
」
の
な
か
に
は
、
丹
碧
僧
と
し
て
そ
の
主

た
る
職
務
を
担
っ
た
呪
願
師
と
導
師
を
抱
え
る
「
御
前
僧
」
と
い
う
セ
ク
シ
ョ
ン
が
あ
り
、
そ
こ
に
担
当
の
行
事
官
も
列
記
さ
れ
て
い
る
。
す

な
わ
ち
、
中
世
前
期
の
葬
送
で
は
葬
送
全
体
の
執
行
を
監
督
す
る
俗
人
の
奉
行
が
あ
り
、
そ
の
一
部
門
と
し
て
顕
婦
警
が
組
み
込
ま
れ
て
い
た

わ
け
で
あ
る
。
こ
の
中
世
前
期
に
お
け
る
葬
送
の
「
御
入
棺
井
御
葬
礼
雑
事
」
が
、
中
世
後
期
の
葬
送
で
は
先
に
足
利
義
満
の
葬
送
で
取
り
上

げ
た
「
役
者
交
名
事
」
に
対
応
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
購
え
る
。
つ
ま
り
、
中
世
前
期
か
ら
後
期
に
か
け
て
の
葬
送
の
担
い
手
の
変
化
と
は
、

葬
送
の
進
行
を
＝
向
沙
汰
」
す
る
者
が
俗
人
か
ら
禅
律
僧
へ
と
変
化
す
る
、
執
行
体
制
の
変
化
で
あ
っ
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。

　
し
か
し
そ
う
だ
か
ら
と
言
っ
て
、
中
世
後
期
の
葬
送
で
俗
人
の
奉
行
が
存
在
し
な
く
な
る
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
働
黒
光
天
皇
の
葬
送
を
例

に
と
る
と
、
こ
の
葬
送
は
泉
涌
寺
の
「
異
郡
奉
行
」
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
（
隅
国
光
天
皇
御
葬
礼
記
騙
）
。
し
か
し
、
称
光
天
皇
が
没
し
た
正
長
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（
広
橋
）

元
年
七
月
二
十
日
に
「
御
仏
事
奉
行
事
、
可
レ
為
二
右
大
弁
宰
相
親
光
卿
一
由
、
再
三
為
二
仙
洞
一
群
レ
被
二
輩
出
（
故
障
申
入
」
（
続
群
書
類
従
羅

済
准
后
日
記
騙
同
日
条
）
と
、
後
小
松
上
皇
が
称
光
天
皇
の
仏
事
奉
行
に
広
橋
親
光
を
命
じ
決
定
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
そ
れ
は
窺
え

④る
。
た
だ
、
親
光
は
障
り
が
あ
り
辞
退
し
て
い
る
。
『
薩
戒
記
』
の
同
日
条
に
よ
れ
ば
、
「
奉
行
人
未
レ
定
之
問
、
不
レ
及
二
僧
食
沙
汰
ハ
不
便
事

也
」
と
、
奉
行
人
が
決
定
し
な
い
た
め
に
、
遺
体
の
傍
で
光
明
真
言
を
唱
え
て
い
た
律
僧
等
へ
の
食
事
の
準
備
も
進
ま
な
い
状
態
で
あ
っ
た
こ

と
が
分
か
る
。
こ
こ
に
俗
人
の
「
奉
行
」
と
僧
侶
の
「
一
向
沙
汰
」
と
が
ど
の
よ
う
な
関
係
で
あ
っ
た
か
も
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う

な
双
方
の
関
係
を
窺
え
る
他
の
事
例
が
、
㈲
後
光
厳
上
皇
の
葬
送
で
、
こ
れ
も
律
宗
寺
院
で
あ
る
安
楽
光
院
の
＝
道
警
沙
汰
」
で
あ
っ
た
。

こ
の
と
き
「
為
二
三
条
宰
相
中
将
公
時
奉
行
ハ
御
蔵
後
事
等
一
向
可
二
幅
沙
汰
一
之
由
、
被
レ
召
磯
仰
安
楽
光
再
見
月
上
人
一
」
（
『
洞
院
公
定
公
記
舳
応

安
七
年
正
月
二
十
八
日
条
）
と
、
奉
行
人
で
あ
っ
た
三
条
西
公
時
か
ら
安
楽
光
院
住
持
の
見
月
上
人
へ
「
没
後
事
」
全
体
の
進
行
を
命
じ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
申
世
後
期
の
葬
送
に
お
け
る
俗
人
の
奉
行
と
は
、
＝
向
沙
汰
し
す
る
禅
律
僧
へ
葬
送
全
般
の
執
行
を
委
託
し
、
そ
れ
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

監
督
調
整
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。

　
以
上
を
整
理
す
る
と
、
葬
送
を
「
一
向
沙
汰
」
す
る
執
行
体
制
が
、
中
世
前
期
か
ら
後
期
に
か
け
て
変
化
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち

中
世
前
期
の
葬
送
で
は
、
俗
人
が
奉
行
と
し
て
葬
儀
の
各
担
当
、
進
行
等
｝
切
を
監
督
し
、
う
ち
「
御
前
僧
」
と
し
て
顕
密
僧
が
俗
人
の
行
事

官
の
も
と
「
導
師
呪
願
の
儀
」
を
担
当
し
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
て
中
世
後
期
で
は
、
俗
人
の
奉
行
が
葬
儀
次
第
を
一
括
し
て
寺
家
に
委
託
し
、

禅
律
僧
が
奉
行
人
と
し
て
葬
儀
全
体
の
進
行
を
司
る
。
ま
た
俗
人
の
奉
行
が
僧
侶
の
「
一
向
沙
汰
」
を
監
督
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
ゆ

え
に
前
章
で
、
中
世
後
期
の
葬
送
で
は
「
僧
沙
汰
」
が
主
に
沐
浴
・
入
棺
に
対
し
て
行
わ
れ
、
他
の
茶
毘
・
座
骨
・
納
骨
は
俗
人
が
行
っ
て
い

た
と
し
た
の
も
、
個
々
の
儀
礼
に
注
目
し
た
場
合
の
こ
と
で
、
葬
送
全
体
は
禅
律
僧
の
奉
行
の
も
と
に
進
め
ら
れ
、
俗
人
が
単
独
で
行
え
る
も

の
で
は
な
か
っ
た
。
た
と
え
ば
本
節
で
取
り
上
げ
た
團
日
野
重
子
の
茶
箆
（
波
線
部
）
か
ら
、
そ
の
実
態
が
窺
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
遺
体
へ

の
着
火
（
茶
毘
）
は
確
か
に
俗
人
で
あ
る
足
利
義
政
が
行
っ
て
い
た
が
、
そ
の
儀
礼
も
禅
律
僧
が
進
行
を
司
る
葬
送
全
体
の
な
か
に
組
み
込
ま

れ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
中
世
に
お
け
る
葬
送
の
執
行
体
制
は
、
僧
と
俗
人
に
よ
る
重
層
的
な
分
業
構
造
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
よ

62　（874）



中世における葬送の僧俗分業構造とその変化（島津）

っ
て
葬
送
の
担
い
手
の
把
握
も
、
個
々
の
儀
礼
と
全
体
の
執
行
体
制
と
の
二
階
層
で
捉
え
る
必
要
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
で

は
、
中
世
後
期
の
「
葬
送
は
聖
的
立
場
に
あ
る
禅
僧
・
律
僧
・
念
仏
僧
が
担
う
こ
と
に
な
る
」
と
記
さ
れ
る
な
ど
、
平
板
な
理
解
に
終
始
し
て

　
　
　
　
　
⑥

い
た
と
言
え
る
。

　
そ
れ
で
は
、
こ
う
し
た
葬
送
の
執
行
体
制
の
変
化
は
い
つ
ご
ろ
か
ら
確
認
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。
大
石
氏
は
『
称
光
天
皇
御
葬
礼
記
臨
の
｝

節
か
ら
、
十
四
世
紀
前
半
を
異
論
奉
行
に
よ
る
＝
向
僧
沙
汰
」
へ
の
変
化
の
画
期
と
し
た
が
、
そ
れ
は
王
家
に
限
定
し
て
の
指
摘
で
あ
っ
た
。

本
稿
は
公
家
や
武
家
を
も
対
象
に
広
げ
て
検
討
し
た
結
果
、
＝
向
僧
沙
汰
」
等
と
の
表
現
を
十
三
世
紀
ま
で
に
四
事
例
を
確
認
す
る
こ
と
が

で
き
た
。
そ
の
初
見
は
寿
永
二
年
（
＝
八
三
）
藤
原
経
房
の
娘
最
妙
の
葬
送
で
、
こ
れ
を
経
房
は
「
一
向
示
幽
明
定
上
人
、
其
沙
汰
一
也
」
（
日

本
史
史
料
叢
刊
『
吉
記
㎏
同
年
十
一
月
十
日
条
）
と
記
し
て
い
る
。
こ
の
と
き
明
定
は
阿
弥
陀
三
尊
へ
供
養
し
て
お
り
、
浄
土
信
仰
が
そ
の
背
景
に

あ
っ
た
。
二
例
目
が
建
長
八
年
（
一
二
五
六
）
藤
原
為
経
の
葬
送
で
「
単
音
上
人
一
向
致
二
様
沙
汰
乙
（
図
書
寮
叢
刊
羅
俊
卿
記
吐
同
年
六
月
九
日

条
）
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
為
経
が
葬
ら
れ
た
浄
蓮
華
院
は
、
為
経
の
曾
祖
父
で
あ
っ
た
藤
原
厨
房
が
造
立
供
養
し
た
寺
院
で
、
阿
弥
陀
如

来
像
を
本
尊
と
す
る
寺
院
で
あ
っ
た
。
三
例
目
が
文
永
八
年
（
＝
一
七
一
）
大
外
記
中
原
師
顕
の
母
の
葬
送
で
「
一
向
僧
沙
汰
」
（
『
師
守
記
瞳
康

永
四
年
八
月
二
十
五
日
条
）
、
四
例
目
が
文
永
十
一
年
（
一
二
七
四
）
藤
原
経
光
の
葬
送
で
＝
向
聖
人
沙
汰
」
（
『
勘
一
審
同
年
四
月
～
六
日
条
）

と
記
さ
れ
て
い
る
。

　
以
上
の
四
例
か
ら
そ
の
特
徴
を
拾
い
上
げ
る
と
、
第
一
に
、
公
家
の
世
界
で
は
十
二
世
紀
来
よ
り
念
仏
僧
が
葬
送
を
奉
行
す
る
体
嗣
が
登
場

し
て
お
り
、
王
家
の
葬
送
よ
り
百
年
以
上
遡
る
こ
と
。
第
二
に
、
藤
原
経
房
・
為
経
は
勧
修
寺
流
藤
原
氏
、
藤
原
経
光
は
内
学
山
流
藤
原
氏
の

各
々
名
家
出
身
、
中
原
氏
は
局
務
家
出
身
で
あ
っ
て
、
＝
向
僧
沙
汰
」
が
中
下
級
貴
族
で
先
行
し
て
用
い
ら
れ
て
い
た
こ
と
、
で
あ
る
。

　
以
上
の
通
り
「
一
向
僧
沙
汰
」
の
理
解
を
通
し
て
、
中
世
に
お
け
る
葬
送
の
変
化
と
は
そ
の
執
行
体
綱
が
変
化
す
る
こ
と
で
あ
る
と
明
ら
か

に
し
て
き
た
。
そ
こ
で
次
に
、
葬
送
儀
礼
の
担
い
手
が
禅
律
僧
に
変
化
し
た
理
由
を
検
討
し
て
ゆ
き
た
い
。
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第
二
節
　
担
い
手
変
化
の
理
由

　
寒
紅
僧
が
事
事
を
忌
避
し
た
こ
と
か
ら
、
遺
骸
・
遺
骨
に
触
れ
る
葬
送
儀
礼
の
担
い
手
が
顕
密
僧
か
ら
禅
律
僧
へ
変
化
し
た
と
、
こ
れ
ま
で

理
解
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
変
化
の
実
態
は
、
俗
人
か
ら
禅
律
僧
に
移
行
し
て
い
た
の
で
あ
っ
て
、
大
石
氏
の
指
摘
と
は
異
な
っ
て
い
た
。
し

た
が
っ
て
変
化
の
理
由
も
、
実
態
に
即
し
て
再
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
理
由
を
考
え
る
と
き
触
職
の
問
題
も
検
討
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
、
ま
ず
触
繊
が
ど
う
取
り
扱
わ
れ
て
き
た
の
か
、
概
略
を
整
理
し
て
お
こ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

　
そ
も
そ
も
、
触
薇
と
は
延
長
五
年
（
九
二
七
）
に
完
成
し
た
繭
延
喜
式
』
で
整
備
規
定
さ
れ
た
も
の
で
、
た
と
え
ば
「
其
触
二
死
葬
　
之
人
、

難
レ
非
二
神
事
月
↓
不
レ
得
レ
参
調
著
諸
司
井
温
州
陣
及
侍
従
所
等
」
（
新
訂
増
補
国
史
大
系
莚
喜
式
喚
神
祇
臨
時
祭
・
触
稜
条
）
と
、
死
葬
に
触
れ
た

人
は
諸
司
等
に
参
着
す
る
こ
と
が
禁
じ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
『
延
喜
式
』
よ
り
少
し
後
、
十
世
紀
半
ば
過
ぎ
に
成
立
し
た
と
さ
れ
る
『
新
儀

式
』
（
『
群
書
類
従
瞼
六
）
巻
第
五
の
「
触
漫
事
」
に
あ
る
、
次
の
一
節
か
ら
は
葬
祭
と
臓
の
関
係
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
有
二
死
骸
一
聞
、
入
一
　
其
処
一
三
為
レ
甲
、
収
レ
藁
箒
到
触
野
屋
レ
乙
、
（
中
略
）
葬
夜
駆
僧
・
数
随
身
座
従
レ
事
者
、
皆
忌
滑
日
、
（
中
略
）
不
二
着
座
一
轍
触
レ
糠
之

　
人
井
受
岡
取
其
処
物
↓
皆
為
レ
繊
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

つ
ま
り
、
＠
遺
体
（
遺
骨
）
の
置
か
れ
て
い
る
場
へ
着
座
す
れ
ば
甲
稼
と
な
り
、
遺
体
を
片
付
け
た
後
で
も
そ
の
場
に
着
座
す
れ
ば
乙
薇
と
な

る
、
⑤
葬
送
の
折
、
衆
僧
・
随
身
が
着
座
し
て
儀
式
次
第
を
進
め
れ
ば
三
十
日
間
の
触
覚
と
な
り
、
◎
ま
た
着
座
せ
ず
と
も
、
遣
骸
・
遺
骨
に

触
れ
た
り
、
そ
こ
に
あ
る
物
を
受
け
取
れ
ば
皆
触
繊
に
な
る
、
と
い
う
。
こ
の
よ
う
に
し
て
触
職
と
な
れ
ば
、
右
の
『
延
喜
式
』
の
規
定
の
通

り
、
宮
廷
職
務
へ
支
障
を
来
す
こ
と
か
ら
、
貴
族
社
会
で
は
触
繊
を
避
け
る
こ
と
が
行
動
規
範
と
し
て
求
め
ら
れ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。

　
こ
の
触
繊
の
特
性
を
も
と
に
沐
浴
等
の
五
つ
の
儀
礼
を
考
え
る
と
き
、
た
と
え
ば
沐
浴
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
入
棺
や
拾
骨
で
は
遺
体
を
包

ん
だ
鑓
や
遺
骨
を
挟
む
箸
等
を
通
し
て
遺
骸
・
遺
骨
に
触
れ
て
お
り
、
中
世
前
期
こ
れ
ら
儀
礼
を
担
っ
て
き
た
俗
人
は
間
違
い
な
く
触
織
と
な

っ
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
顕
密
僧
が
五
つ
の
儀
礼
に
直
接
携
わ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
入
棺
で
は
着
座
し
て
野
草
衣
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で
遺
体
を
覆
い
、
茶
毘
・
拾
骨
で
は
兆
域
内
や
薬
毘
の
垣
内
で
念
仏
を
称
え
て
土
砂
を
葬
所
に
散
じ
て
い
た
し
、
俗
人
の
納
骨
に
魑
従
と
な
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

て
供
奉
し
て
お
り
、
い
ず
れ
も
触
繊
と
な
る
も
の
で
あ
っ
た
。
ゆ
え
に
、
五
つ
の
儀
礼
を
担
っ
た
俗
人
は
も
と
よ
り
、
呪
的
な
職
分
を
担
っ
て

い
た
顕
密
僧
も
触
繊
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
葬
送
に
お
け
る
俗
人
と
僧
侶
の
豊
里
の
実
態
を
踏
ま
え
、
本
節
で
は
、
ま
ず
中
世

後
期
に
な
っ
て
沐
浴
・
入
棺
儀
礼
が
俗
人
か
ら
禅
律
僧
に
移
行
し
た
こ
と
の
理
由
を
検
討
し
、
次
い
で
顕
密
僧
が
葬
送
か
ら
離
脱
し
た
の
は
触

識
を
忌
避
し
た
た
め
で
あ
っ
た
の
か
を
考
え
た
い
。

　
で
は
、
は
じ
め
に
中
世
後
期
の
葬
送
で
沐
浴
・
入
棺
儀
礼
が
俗
人
か
ら
ど
の
よ
う
な
契
機
で
禅
律
僧
に
移
行
し
て
い
っ
た
の
か
を
考
え
よ
う
。

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
「
触
繊
の
忌
避
」
は
中
々
を
通
じ
て
必
要
だ
っ
た
行
動
規
範
で
あ
っ
た
か
ら
、
触
械
と
な
る
沐
浴
等
の
儀
礼
が
愚
亭
さ

れ
る
こ
と
は
、
中
世
で
は
当
然
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
奈
毘
・
拾
骨
・
納
骨
は
依
然
と
し
て
俗
人
が
多
く
担
っ
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、

一
概
に
「
触
機
の
忌
避
」
だ
け
を
理
由
と
し
て
片
付
け
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
す
で
に
検
討
し
た
通
り
、
沐
浴
以
下
五
つ
の
儀
礼
は
俗
人
と
雷

っ
て
も
す
べ
て
故
人
の
親
族
や
近
臣
が
担
っ
て
い
た
。
そ
こ
で
、
以
下
で
は
禅
律
僧
へ
移
行
し
た
入
棺
と
、
俗
人
が
担
い
続
け
た
拾
骨
を
取
り

上
げ
、
各
々
を
故
人
と
ど
う
い
う
関
係
に
あ
る
者
が
担
っ
て
い
た
の
か
、
変
化
前
の
中
世
前
期
の
事
例
か
ら
確
認
し
よ
う
。
ま
ず
く
3
！
＞
白
河

法
皇
の
事
例
で
は
、
入
棺
は
藤
原
篤
実
以
下
、
白
河
院
別
当
も
し
く
は
判
官
代
が
担
っ
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
拾
骨
は
二
品
覚
法
法
親
王

を
は
じ
め
と
す
る
白
河
法
皇
の
子
・
孫
が
主
体
で
あ
り
、
そ
れ
に
院
別
当
も
加
わ
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
（
『
長
秋
記
』
大
治
四
年
七
月
八
日
・

十
六
日
条
）
。
ま
た
、
〈
2
7
＞
藤
原
師
君
室
源
麗
子
の
場
合
も
、
入
棺
役
人
は
「
親
睨
人
々
」
す
な
わ
ち
高
階
泰
仲
以
下
、
摂
関
家
の
家
司
で
あ

っ
た
（
騨
中
右
記
』
永
久
二
年
四
月
四
日
条
）
。
他
方
、
拾
骨
は
麗
子
の
孫
で
氏
長
者
で
あ
っ
た
忠
実
の
他
、
家
忠
・
経
実
事
、
麗
子
と
は
異
腹
の

子
息
等
が
中
心
で
あ
っ
た
（
『
殿
暦
』
同
年
四
月
二
十
三
二
条
）
。
中
世
後
期
も
、
深
雪
・
子
骨
等
が
相
続
者
の
勤
め
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
て
い
た

こ
と
を
第
二
章
で
指
摘
し
た
通
り
、
拾
骨
の
主
た
る
担
い
手
は
相
続
人
す
な
わ
ち
親
族
で
あ
っ
た
。

　
こ
の
よ
う
に
踵
骨
の
担
い
手
は
親
族
が
中
心
で
あ
っ
た
が
、
入
棺
は
近
習
や
家
司
に
よ
っ
て
担
わ
れ
て
い
た
。
こ
の
親
族
で
は
な
か
っ
た
入

棺
の
担
い
手
が
、
実
は
十
三
世
紀
に
な
り
不
足
す
る
と
い
う
事
例
を
確
認
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
た
と
え
ば
〈
4
4
＞
藤
原
俊
成
の
葬
送
で
は
、

65 （877）



入
棺
に
携
わ
れ
る
俗
人
が
お
ら
ず
、
顕
密
僧
で
中
華
の
信
乃
房
・
小
僧
成
安
・
重
次
等
が
年
来
の
近
習
で
あ
っ
た
た
め
、
こ
れ
ら
近
習
の
小
僧

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

三
人
が
沐
浴
・
入
棺
ま
で
も
行
い
、
人
手
不
足
を
し
の
い
で
い
た
。
で
は
、
な
ぜ
入
棺
役
人
の
不
足
が
生
じ
た
の
か
。
藤
原
定
家
は
こ
れ
を

「
御
入
棺
事
惣
山
レ
人
〈
或
不
二
触
械
↓
黄
身
黒
塗
二
外
人
｝
間
、
更
無
二
其
人
一
〉
」
（
雪
月
記
晦
元
久
元
年
十
二
月
一
日
条
）
と
記
し
、
入
棺
を
行
う

者
が
不
足
す
る
要
因
を
推
測
し
て
い
る
。
そ
の
一
点
目
に
「
不
二
触
二
一
」
と
、
触
繊
の
忌
避
を
挙
げ
て
い
る
。
入
棺
に
携
わ
る
者
は
触
繊
と
な

る
た
め
、
日
常
の
宮
廷
職
務
等
へ
の
障
害
と
な
る
こ
と
等
を
嫌
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
二
点
目
の
、

「
身
揮
嫌
一
　
外
人
一
問
、
更
無
二
其
人
」
に
注
目
し
た
い
。
入
棺
を
担
う
者
は
親
族
で
は
な
か
っ
た
に
せ
よ
、
そ
の
人
に
衰
日
な
ど
の
身
の
執
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

が
あ
る
場
合
は
で
き
な
か
っ
た
し
、
さ
ら
に
は
第
一
章
で
も
確
認
し
た
よ
う
に
「
外
人
」
す
な
わ
ち
無
縁
の
者
が
避
け
ら
れ
て
い
た
。
こ
う
し

た
厳
し
い
要
件
が
入
棺
を
担
う
対
象
者
を
そ
も
そ
も
狭
く
し
て
お
り
、
入
棺
役
人
の
不
足
を
揺
く
構
造
的
な
要
因
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
窺

わ
れ
る
。
そ
う
す
る
と
、
入
棺
を
限
ら
れ
た
俗
人
で
処
理
す
る
た
め
に
は
、
宮
廷
行
事
の
障
害
と
な
る
触
繊
を
覚
悟
の
上
で
携
わ
れ
る
人
手
を

動
員
で
き
る
経
済
的
・
政
治
的
力
量
が
必
要
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
に
、
十
二
世
紀
の
終
わ
り
以
降
、
中
下
級
貴
族
に
先
行
し
て
コ

向
僧
沙
汰
」
が
登
場
し
た
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
る
と
き
、
中
下
級
貴
族
が
自
身
の
そ
れ
ら
力
量
不
足
を
補
う
必
要
か
ら
、
沐
浴
・
入
棺
儀
礼
を

禅
律
僧
に
よ
っ
て
代
替
し
て
い
っ
た
も
の
と
推
測
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
で
は
、
顕
密
僧
が
葬
送
か
ら
離
脱
し
、
中
陰
仏
事
に
専
念
し
た
の
は
、
触
椴
を
忌
避
し
た
た
め
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
を
事
例

を
通
し
て
考
察
し
よ
う
。
最
初
は
㈲
後
光
厳
上
皇
の
事
例
。
応
安
七
年
正
月
二
十
九
日
、
後
光
厳
は
柳
原
殿
で
没
し
（
『
太
守
記
瞼
同
年
正
月
二

十
八
日
条
）
、
二
月
二
日
の
葬
送
は
泉
涌
寺
安
楽
光
智
見
月
上
人
の
一
向
僧
沙
汰
で
あ
っ
た
（
『
洞
院
公
定
日
憩
同
年
正
月
二
十
八
日
・
二
月
二
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
導
師
良
憲
法
印
云
々

条
）
。
一
方
、
二
月
五
日
目
執
り
行
わ
れ
た
初
七
日
仏
事
は
、
「
於
二
柳
原
殿
｝
被
レ
行
レ
之
、
御
経
供
養
云
々
」
（
大
日
本
古
記
録
覆
深
心
院
関
白

記
馳
同
年
二
月
五
日
置
）
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
を
大
石
氏
は
、
「
柳
原
殿
念
講
堂
に
て
中
陰
仏
事
に
携
わ
る
御
前
僧
は
泉
涌
寺
で
の
葬
送
に

参
加
し
て
い
な
い
」
と
指
摘
す
る
が
、
そ
の
こ
と
自
体
は
正
し
い
。
し
か
し
、
中
陰
仏
事
の
行
わ
れ
た
柳
原
殿
は
触
繊
の
場
で
あ
っ
た
。
な
ぜ

な
ら
、
後
光
厳
上
皇
の
遺
体
は
二
月
二
B
に
泉
涌
寺
へ
移
送
さ
れ
る
ま
で
柳
原
殿
に
安
置
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
（
『
後
丸
心
院
関
白
記
』
同
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年
二
月
二
日
条
）
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
を
触
繊
の
場
と
判
断
し
た
の
は
『
新
儀
式
』
の
規
定
に
よ
っ
た
た
め
で
あ
る
が
、
こ
う
し
た
触
繊
の
判
定

は
当
時
も
逓
用
し
て
い
た
。
た
と
え
ば
、
『
建
内
記
』
（
大
日
本
古
記
録
）
嘉
吉
元
年
（
一
四
四
一
）
九
月
十
二
日
条
に
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
西
洞
院
）

　
錐
二
繊
物
畢
宿
面
素
↓
既
令
レ
居
笥
住
甲
之
在
所
一
上
者
、
猶
時
兼
業
レ
為
二
甲
繊
｝
之
由
存
候
、
白
地
来
仁
、
我
居
住
之
在
所
各
別
之
縫
帯
可
レ
為
二
乙
稼
｝
之
由
存

　
候
、

と
戴
物
撤
去
の
後
で
も
そ
こ
へ
訪
れ
た
人
は
乙
機
に
な
る
と
記
さ
れ
て
い
る
。
ゆ
え
に
二
月
五
日
、
顕
爵
僧
良
憲
法
印
を
導
師
と
し
て
初
七
日

仏
事
が
執
り
行
わ
れ
た
と
き
遺
体
は
す
で
に
な
か
っ
た
が
、
そ
こ
へ
導
師
と
し
て
着
座
し
た
良
憲
法
印
等
の
顕
密
の
高
僧
も
触
綴
と
な
っ
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

た
。
そ
も
そ
も
、
中
陰
仏
事
は
死
者
が
没
し
た
場
所
で
行
わ
れ
る
こ
と
を
通
例
と
し
て
お
り
、
鳶
職
発
生
の
後
三
十
日
以
内
に
行
わ
れ
た
中
陰

仏
事
の
場
に
着
座
し
た
者
は
、
も
と
よ
り
触
繊
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
二
例
目
が
、
文
明
二
年
十
二
月
二
十
七
日
室
町
第
で
没
し
た
㈲
後
花
園
法
皇
の
事
例
で
あ
る
。
文
明
三
年
正
月
三
日
の
葬
送
は
元
応
寺
長
老

に
よ
る
「
一
向
律
家
沙
汰
」
（
『
宗
賢
卿
愛
撫
同
日
条
）
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
「
中
陰
仏
事
を
担
当
し
た
の
は
山
門
な
ど
の
臨
画
の
中
核
的
寺
院

の
憎
で
あ
っ
た
」
と
大
石
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
た
と
え
ば
正
月
九
日
に
行
わ
れ
た
初
七
日
仏
事
は
隆
玄
僧
都
を
導
師
と
し
て
聖
寿
寺
で
執

り
行
わ
れ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
聖
寿
寺
は
十
一
一
月
二
十
八
日
か
ら
正
月
三
日
の
葬
送
の
日
ま
で
、
後
花
園
法
皇
の
遺
体
が
安
置
さ
れ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

場
で
あ
っ
た
（
『
親
指
卿
観
十
二
月
二
十
八
日
条
、
『
宗
賢
卿
芝
川
正
月
三
日
条
）
。
ゆ
え
に
顕
耳
垂
隆
玄
は
触
繊
と
な
っ
て
い
た
の
あ
る
。

　
次
に
将
軍
家
に
お
け
る
葬
祭
を
検
討
し
よ
う
。
延
文
三
年
（
一
三
五
八
）
に
没
し
た
足
利
尊
氏
以
来
、
将
軍
家
は
禅
宗
に
よ
る
葬
送
と
追
善

仏
事
が
行
わ
れ
る
こ
と
を
例
と
し
て
い
た
。
た
と
え
ば
、
⑳
応
永
三
十
五
年
正
月
十
八
日
に
没
し
た
足
利
義
持
の
事
例
で
は
、
翌
十
九
日
に
遺

体
が
等
持
院
へ
移
送
さ
れ
（
『
建
内
記
』
同
日
条
）
、
等
持
院
で
同
月
二
十
三
日
に
行
わ
れ
た
葬
送
は
「
御
茶
毘
之
儀
如
二
先
々
↓
等
持
院
院
主
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

向
奉
行
」
と
、
等
持
院
に
よ
る
一
向
僧
沙
汰
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
二
月
十
九
B
の
事
々
結
願
は
、
正
月
二
十
三
日
ま
で
遺
体
の
あ
っ
た
等
持

院
で
「
禅
僧
仏
事
」
「
禅
家
法
事
」
と
し
て
行
わ
れ
、
続
い
て
園
城
寺
房
能
僧
正
の
導
師
で
「
御
経
供
養
」
が
行
わ
れ
る
と
い
う
あ
り
さ
ま
で

あ
っ
た
（
『
満
済
准
后
日
記
臨
各
同
日
条
）
。

67　（879）



　
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
中
陰
仏
事
を
執
行
し
た
顕
彰
僧
は
い
ず
れ
も
触
繊
と
な
っ
て
お
り
、
王
家
や
将
軍
家
の
中
陰
仏
事
を
執
行
す
る
た
め

に
は
顕
密
僧
が
触
繊
と
な
る
葬
送
を
わ
ざ
わ
ざ
忌
避
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
理
由
に
は
な
ら
な
か
っ
た
。
で
は
、
顕
密
僧
は
触
繊
を

忌
避
し
て
、
中
陰
仏
事
へ
の
出
仕
を
辞
退
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
か
。
も
し
出
仕
し
て
三
十
日
間
も
の
触
糠
と
な
れ
ば
、
顕
山
僧
に
と
っ
て

生
活
上
の
障
害
に
な
っ
た
は
ず
だ
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
中
陰
仏
事
を
行
っ
た
顕
密
事
が
中
陰
の
期
間
中
ど
の
よ
う
に

過
ご
し
て
い
た
か
を
見
れ
ば
分
か
る
。
先
に
取
り
上
げ
た
㈲
後
光
厳
上
皇
の
事
例
で
は
、
後
光
厳
の
没
し
た
応
安
七
年
正
月
二
十
九
日
、
柳
原

患
光
か
ら
の
奉
書
で
初
七
日
の
導
師
を
勤
め
た
良
憲
等
の
御
前
僧
と
護
摩
衆
を
中
陰
の
間
の
唐
事
に
請
じ
、
後
光
厳
上
皇
の
没
し
た
柳
原
殿
で

護
摩
の
勤
修
を
命
じ
て
い
る
。
こ
の
た
め
彼
等
は
「
自
一
　
二
月
二
日
一
参
下
官
旧
院
回
雪
購
候
御
念
諦
堂
一
」
（
大
日
本
古
記
録
雌
蕊
昧
聾
応
安
七

年
二
月
記
付
載
）
と
、
二
月
二
日
か
ら
柳
原
殿
念
写
堂
に
参
住
砥
候
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
中
陰
仏
事
を
担
う
僧
は
籠
僧
で
あ
っ

た
が
ゆ
え
に
、
故
人
の
満
中
陰
ま
で
籠
も
っ
て
仏
事
を
営
ま
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
彼
等
籠
僧
は
触
繊
に
よ
り
自
身
の
宗

教
活
動
等
の
障
害
と
な
る
こ
と
も
な
か
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

　
以
上
を
要
約
す
る
と
、
中
陰
仏
事
の
行
わ
れ
た
場
は
結
入
の
没
し
た
場
や
葬
送
の
行
わ
れ
た
場
で
あ
り
、
中
陰
仏
事
の
と
き
に
は
遺
体
は
す

で
に
存
在
し
な
い
も
の
の
、
そ
こ
に
着
座
し
た
者
は
触
梅
と
な
っ
て
い
た
。
ゆ
え
に
、
顕
密
僧
が
触
識
を
忌
避
し
た
た
め
に
葬
送
か
ら
離
脱
し

た
わ
け
で
は
な
く
、
む
し
ろ
中
陰
の
間
、
触
繊
の
場
に
籠
も
っ
て
仏
事
に
専
念
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
中
世
の
葬
送
形
態
は
、
葬
送
全
体
を
コ
向
沙
汰
」
す
る
奉
行
人
と
拳
々
の
儀
礼
を
司
る
者
と
の
重
層
的
な
執
行
体
制
で
あ

っ
た
が
、
中
世
後
期
に
な
る
と
両
層
に
お
い
て
俗
人
と
顕
密
僧
・
禅
律
僧
の
関
与
の
仕
方
が
変
化
し
た
。
俗
人
に
と
っ
て
も
顕
密
僧
に
と
っ
て

も
、
触
械
の
忌
避
は
中
世
を
通
じ
て
必
要
だ
っ
た
社
会
慣
習
で
あ
っ
た
が
、
逆
に
稼
の
対
象
た
る
遺
骸
・
遺
骨
を
葬
り
、
故
人
を
祭
る
祭
礼
は

中
世
社
会
に
は
重
要
な
儀
礼
行
為
で
も
あ
っ
た
。
ゆ
え
に
中
陰
仏
事
を
授
っ
て
い
た
当
該
顕
密
僧
も
、
そ
の
間
軽
軽
を
引
き
受
け
る
こ
と
を
専

ら
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
だ
が
俗
人
に
と
っ
て
、
触
稼
を
忌
避
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
社
会
慣
習
と
、
葬
送
儀
礼
を
担
う
社
会
的
意
義
と
の

葛
藤
は
必
至
で
あ
っ
た
。
こ
の
葛
藤
の
結
果
、
中
下
級
貴
族
を
葬
家
と
す
る
葬
送
か
ら
、
近
習
や
家
司
が
担
っ
て
い
た
沐
浴
・
入
棺
の
担
い
手
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中世における葬送の僧俗分業構造とその変化（島津）

が
禅
律
僧
へ
移
行
す
る
に
至
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
う
し
て
葬
送
の
様
式
が
百
年
以
上
に
及
ぶ
歳
月
を
経
て
緩
や
か
に
禅
律
様
式
に
変
化
・

交
替
し
て
ゆ
き
、
そ
の
変
化
の
波
が
王
家
に
も
影
響
し
始
め
た
の
が
ω
嘉
元
三
年
、
亀
山
上
皇
の
葬
送
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

①
王
家
以
外
の
葬
送
で
も
、
同
様
に
俗
人
が
コ
向
沙
汰
扁
を
し
て
い
た
。
た
と

　
え
ば
安
元
元
年
（
～
一
七
正
）
藤
原
忠
親
の
十
五
歳
の
娘
の
葬
送
で
は
、
「
土
葬

　
也
、
乳
母
頼
成
朝
臣
偏
致
一
鼎
其
沙
汰
｝
也
」
（
増
補
史
料
大
成
『
山
登
記
撫
同
年
九

　
月
十
二
日
条
）
と
、
乳
母
が
「
偏
致
二
其
沙
汰
こ
し
て
い
る
。

②
『
新
版
禅
学
大
辞
典
魅
（
大
修
館
書
店
、
～
九
八
五
）
の
「
喪
主
扁
の
項
。

③
十
世
紀
後
半
に
源
高
明
が
著
し
た
『
西
富
記
』
（
故
実
叢
書
）
「
天
皇
崩
購
扁
に

　
は
、
「
被
レ
定
二
行
事
一
く
行
事
上
門
戸
着
レ
陣
定
二
行
事
所
々
人
◇
」
と
あ
る
。
こ
の

　
こ
と
か
ら
、
葬
送
に
お
け
る
各
行
事
の
役
員
が
陣
定
に
よ
り
決
定
さ
れ
て
い
る
こ

　
と
、
こ
う
し
た
葬
送
執
行
の
あ
り
方
が
少
な
く
と
も
十
世
紀
申
頃
に
は
存
在
し
て

　
い
た
こ
と
が
理
解
で
き
る
。

④
盛
栄
仁
親
王
の
葬
送
で
は
、
「
仏
事
奉
行
」
に
指
名
さ
れ
た
俗
入
が
皆
辞
退
し
、

　
実
質
的
に
奉
行
人
が
い
な
か
っ
た
。
貞
成
親
王
は
、
こ
れ
を
門
奉
行
無
二
其
人
｝
之

　
条
、
背
二
先
規
一
無
念
也
」
（
魍
看
聞
日
記
撫
同
年
十
一
月
二
十
六
日
済
）
と
、
俗
人

　
奉
行
人
の
不
在
を
先
規
に
背
く
と
さ
え
記
し
て
い
る
。

⑤
⑯
足
利
義
尚
・
㈲
義
政
・
⑳
義
視
の
葬
送
で
は
、
奉
行
衆
が
仏
事
奉
行
に
任
じ

　
ら
れ
て
い
る
（
㎎
蔭
凍
軒
日
録
』
長
享
三
年
三
月
二
十
八
日
・
延
徳
二
年
正
月
七

　
日
．
同
三
年
正
月
八
日
条
）
。
こ
の
仏
事
奉
行
は
、
仏
事
費
用
の
調
達
を
主
要
な

　
任
務
と
さ
れ
る
が
（
蔭
木
英
雄
『
蔭
涼
軒
日
録
・
室
町
禅
林
と
そ
の
周
辺
』
そ
し

　
え
て
、
一
九
八
七
）
、
幕
府
と
蔭
凍
薫
煙
の
間
に
立
ち
葬
送
の
進
め
方
の
調
整
や
、

　
葬
送
当
日
の
順
調
な
執
行
に
尽
力
し
て
い
る
こ
と
も
確
認
で
き
る
（
田
老
涼
軒
日

　
録
』
長
享
三
年
四
月
九
日
条
、
延
徳
二
年
正
月
八
日
条
）
。
ま
た
働
足
利
義
持
の

　
葬
送
で
は
、
葬
送
の
慾
日
・
正
月
二
十
工
日
に
門
管
領
以
下
大
名
裏
松
二
群
集
」

　
し
、
薄
目
の
時
刻
な
ど
「
種
々
談
合
」
が
あ
り
、
そ
の
結
果
を
受
け
て
「
等
持
院

　
院
主
一
向
奉
行
」
に
よ
る
葬
送
が
行
わ
れ
て
い
る
（
胸
糞
済
准
盾
日
記
㎞
応
永
三

　
十
五
年
正
月
二
十
二
霞
・
二
十
三
日
条
）
。
こ
の
よ
う
に
将
軍
家
の
葬
送
の
執
行

　
体
制
も
同
様
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

⑥
　
㈲
後
光
厳
上
皇
の
場
合
、
欄
洞
院
公
定
公
記
㎞
に
は
葬
送
全
体
を
安
楽
光
院
見

　
月
上
人
へ
「
御
没
後
事
等
一
向
可
二
申
沙
汰
こ
（
応
安
七
年
正
月
二
十
角
田
条
）

　
と
し
つ
つ
、
入
棺
で
も
「
安
楽
光
院
一
向
申
沙
汰
」
（
同
年
正
月
三
十
日
条
）
と

　
記
さ
れ
る
。
コ
嚢
底
沙
汰
漏
等
の
表
記
が
、
個
々
の
儀
礼
と
葬
送
全
体
の
工
階

　
膚
に
お
い
て
使
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
、
誤
解
を
も
た
ら
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

⑦
三
橋
正
「
『
延
喜
式
㎞
椴
規
定
と
繊
意
識
」
（
『
延
喜
式
研
究
㎞
二
、
一
九
八
九
）
。

⑧
『
延
喜
式
』
巻
三
・
神
祇
臨
時
祭
・
触
織
条
に
「
入
二
其
所
〈
謂
二
著
座
帰
〉
」
と

　
規
定
さ
れ
て
い
る
。

⑨
　
葬
所
で
触
繊
を
避
け
る
た
め
に
は
、
兆
域
の
外
や
外
垣
に
設
け
ら
れ
た
幌
に
居

　
る
必
要
が
あ
っ
た
（
魍
西
宮
記
㎞
凶
事
・
太
政
大
臣
麗
事
）
。
ま
た
納
骨
の
供
奉
も

　
三
日
間
の
触
繊
で
あ
っ
た
（
㎎
兵
聯
盟
㎞
久
寿
二
年
五
月
二
十
日
条
）
。

⑩
〈
4
6
＞
九
条
樽
子
の
葬
送
も
、
御
棺
役
人
が
不
足
し
て
い
た
（
『
明
月
記
㎞
天
福

　
元
年
九
月
三
十
日
条
）
。

⑪
〈
1
2
＞
藤
原
日
子
の
葬
送
も
、
「
そ
の
夜
入
棺
と
い
ふ
こ
と
せ
さ
せ
た
ま
ふ
に
、

　
異
人
参
り
寄
る
べ
き
に
あ
ら
ず
扁
（
噸
栄
花
物
語
㎞
巻
二
五
「
み
ね
の
月
」
〉
と
あ

　
る
。

⑫
た
と
え
ば
働
露
光
天
皇
の
中
陰
仏
事
は
、
遺
体
が
移
送
さ
れ
た
泉
涌
寺
で
実
施

　
さ
れ
た
。
こ
れ
を
『
薩
戒
七
二
正
長
元
年
（
～
四
二
八
）
八
月
十
七
日
条
は
「
凡

　
非
一
閃
崩
御
所
卿
於
二
堂
舎
｝
被
レ
移
調
行
中
陰
儀
｝
之
例
日
遁
歎
」
と
記
し
て
い
る
。

⑬
こ
の
他
、
貞
和
四
年
十
一
月
二
十
四
臼
、
顕
温
品
尊
什
僧
正
が
勤
仕
し
て
行
わ

　
れ
た
㈹
花
園
法
皇
の
二
七
日
御
忌
御
仏
事
の
場
所
も
、
そ
の
十
～
目
前
ま
で
遺
体

　
の
あ
っ
た
律
宗
の
太
子
堂
で
あ
っ
た
（
噸
園
大
難
㎞
同
日
条
）
。
さ
ら
に
⑯
藤
原
信
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子
の
場
合
も
、
遺
体
移
送
先
の
般
舟
三
二
院
で
顕
密
漁
公
範
僧
正
を
導
師
と
し
て

初
七
日
仏
事
が
行
わ
れ
て
い
た
（
『
実
隆
公
記
』
長
享
二
年
四
月
二
十
八
日
・
五

月
八
日
条
、
噸
御
湯
殿
上
日
記
』
岡
年
五
月
八
日
条
）
。

⑭
こ
の
と
き
触
薇
の
期
間
が
二
月
二
十
四
日
ま
で
と
定
め
ら
れ
て
い
た

　
記
』
同
年
正
月
二
十
五
日
条
）
。

（凹

l
郷
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お
　
わ
　
り
　
に

　
最
初
に
本
稿
で
明
ら
か
と
な
っ
た
こ
と
を
ま
と
め
て
お
こ
う
。

　
e
中
世
の
葬
送
で
は
、
葬
送
全
体
を
＝
向
沙
汰
」
す
る
奉
行
人
が
俗
人
か
ら
僧
に
変
化
し
て
い
っ
た
。

　
口
十
二
・
十
三
世
紀
頃
ま
で
は
、
俗
人
の
奉
行
が
葬
送
全
体
を
監
督
し
、
町
鳶
僧
は
俗
人
の
行
事
官
の
も
と
、
導
師
呪
願
な
ど
の
宗
教
儀
礼

　
　
を
主
に
担
っ
て
い
た
。
そ
し
て
沐
浴
か
ら
納
骨
ま
で
遺
骸
・
遺
骨
に
直
接
触
れ
る
儀
礼
は
、
親
族
や
近
臣
な
ど
故
人
の
「
縁
者
」
が
執
り

　
　
行
う
べ
き
と
の
観
念
の
も
と
に
担
わ
れ
て
い
た
。

　
日
十
二
世
紀
末
以
降
、
俗
人
の
監
督
の
も
と
禅
律
僧
が
葬
送
を
奉
行
す
る
「
　
向
僧
沙
汰
」
へ
と
変
化
し
、
禅
律
僧
が
葬
送
全
般
の
進
行
を

　
　
司
っ
た
。
こ
の
と
き
彼
等
が
新
た
に
担
っ
た
儀
礼
は
主
に
沐
浴
・
入
棺
で
あ
り
、
茶
毘
・
拾
骨
・
納
骨
は
中
世
前
期
と
同
様
、
故
人
の
由

　
　
緒
人
・
縁
者
に
よ
り
実
施
さ
れ
、
ま
た
そ
う
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。

　
四
沐
浴
・
入
棺
儀
礼
が
俗
人
か
ら
禅
律
憎
へ
変
化
し
た
の
は
、
中
下
級
貴
族
の
姻
家
で
入
棺
役
人
を
揃
え
る
こ
と
が
困
難
と
な
っ
て
い
た
こ

　
　
と
が
変
化
の
契
機
で
あ
っ
た
こ
と
、
な
ど
で
あ
る
。

　
な
お
本
稿
は
、
こ
う
し
た
中
下
級
貴
族
か
ら
始
ま
っ
た
葬
送
形
態
の
変
化
が
、
王
家
に
ま
で
ど
の
よ
う
に
し
て
波
及
し
て
い
っ
た
の
か
と
い

う
こ
と
ま
で
は
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
こ
の
点
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。
ま
た
、
禅
律
僧
が
沐
浴
・
入
棺
儀
礼
に
携
わ
る

よ
う
に
な
っ
た
背
景
に
つ
い
て
も
論
じ
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
が
、
こ
れ
に
は
禅
律
僧
の
置
か
れ
た
状
況
も
考
え
る
必
要
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。

た
だ
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
す
で
に
研
究
も
進
ん
で
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
院
政
期
か
ら
鎌
倉
時
代
に
か
け
て
、
霊
感
寺
院
で
は
寺
内
階
層
の

　
　
　
　
　
①

分
化
が
進
展
し
、
十
三
世
紀
前
半
以
降
、
た
と
え
ば
南
都
寺
院
に
は
顕
密
の
僧
衆
と
律
衆
が
共
存
す
る
よ
う
に
な
り
、
ま
た
斎
戒
衆
を
宋
寺
の



中世における葬送の僧俗分業構造とその変化（島津）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

末
端
に
組
織
化
し
、
荘
園
領
主
と
は
対
立
す
る
こ
と
が
な
い
形
で
勢
力
を
伸
張
す
る
と
い
う
。
そ
う
し
た
な
か
沐
浴
・
入
棺
等
へ
の
禅
律
僧
の

関
与
は
、
負
担
軽
減
を
求
め
る
葬
家
な
ど
俗
人
の
需
要
に
応
え
る
も
の
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
と
同
時
に
、
こ
の
よ
う
な
禅
律
僧
の
葬
送
へ

の
進
出
は
、
荘
園
領
主
の
既
存
権
益
を
侵
す
こ
と
な
く
勢
力
を
伸
張
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
、
禅
律
僧
の
置
か
れ
た
事
情
と
合
致
す
る
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
本
稿
は
、
九
世
紀
か
ら
十
六
世
紀
ま
で
、
被
葬
者
も
王
家
・
公
家
・
武
家
を
対
象
に
す
る
と
い
う
、
こ
れ
ま
で
の
葬
送
研
究

に
は
な
い
手
法
で
検
討
を
進
め
て
き
た
。
そ
の
結
果
、
従
来
の
研
究
で
は
充
分
に
顧
み
ら
れ
な
か
っ
た
二
つ
の
知
見
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
。

　
｝
つ
は
葬
送
に
お
け
る
俗
人
の
持
つ
意
義
で
あ
る
。
中
世
後
期
、
葬
送
を
執
行
す
る
奉
行
人
が
俗
人
か
ら
僧
侶
に
変
化
し
た
と
は
雷
え
、
そ

れ
が
僧
と
俗
人
と
の
分
業
・
協
業
に
よ
り
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
に
は
変
わ
り
は
な
か
っ
た
。
な
か
で
も
親
族
や
近
臣
な
ど
の
縁
者
が
中
世
を
通

じ
て
葬
送
に
関
与
し
て
お
り
、
そ
れ
が
欠
か
せ
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
一
方
、
目
を
古
代
に
転
じ
て
み
る
と
、
七
世
紀
以
前
の
葬
送
も
故
人
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

本
来
属
し
て
い
た
集
団
（
親
族
や
直
属
）
に
担
わ
れ
て
お
り
、
ま
た
八
世
紀
以
降
、
天
皇
・
皇
后
・
皇
富
農
の
大
葬
に
お
い
て
、
装
束
司
・
半

作
司
等
、
葬
儀
委
貴
長
と
も
理
解
さ
れ
て
き
た
監
華
甲
に
は
、
諸
王
（
天
皇
の
親
族
）
・
連
帯
氏
族
や
藤
原
氏
な
ど
の
外
戚
が
優
先
的
に
任
命
さ

　
　
　
⑤

れ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
に
古
代
か
ら
中
世
を
通
じ
て
、
親
族
や
有
縁
の
者
が
葬
送
の
担
い
手
と
し
て
欠
か
せ
な
い
存
在
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。

ま
た
七
二
に
お
い
て
王
家
の
葬
送
を
中
心
的
に
担
っ
た
者
は
、
近
習
と
呼
ば
れ
る
近
臣
の
な
か
で
も
選
別
さ
れ
た
黒
熱
、
政
権
を
担
っ
た
近
臣

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

達
で
あ
っ
た
。
祭
祀
儀
礼
は
国
家
的
秩
序
を
浮
き
彫
り
に
で
き
る
国
幣
機
構
の
象
徴
的
「
場
」
で
あ
る
、
と
の
岡
田
荘
司
氏
の
指
摘
を
借
り
る

な
ら
ば
、
天
皇
・
上
皇
等
の
葬
送
と
い
う
「
場
」
に
お
い
て
、
そ
れ
を
担
っ
た
近
臣
・
近
習
を
見
れ
ば
、
当
該
期
の
国
家
的
秩
序
の
一
端
を
浮

き
彫
り
に
で
き
る
と
も
言
え
、
今
後
の
研
究
に
も
生
か
さ
れ
る
べ
き
視
点
で
あ
ろ
う
。

　
二
つ
め
が
、
中
陰
仏
事
の
場
に
対
す
る
稼
空
間
と
し
て
の
理
解
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
の
申
世
史
研
究
で
は
、
遺
体
も
片
付
け
ら
れ
た
後
の
中

陰
仏
事
の
場
は
梅
と
は
切
り
放
さ
れ
、
あ
た
か
も
清
浄
な
空
間
と
理
解
さ
れ
て
き
た
。
そ
し
て
、
中
世
後
期
に
お
け
る
中
陰
仏
事
は
、
触
糠
を

忌
避
し
た
清
浄
な
顕
泥
岩
が
営
む
場
で
あ
る
と
さ
れ
て
き
た
。
ゆ
え
に
こ
れ
を
前
提
と
す
る
限
り
、
不
浄
な
禅
律
僧
が
追
善
仏
事
に
携
わ
る
こ
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と
が
異
例
と
な
り
、
そ
の
由
縁
が
明
ら
か
に
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
し
、
そ
の
答
え
も
、
た
と
え
ば
「
禅
僧
た
ち
が
、
死
薇
の
観
念
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

ら
比
較
的
自
由
で
あ
っ
た
」
な
ど
と
、
当
然
に
稼
と
の
関
係
性
か
ら
導
き
出
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
実
は
中
陰
仏
事
の
場

は
触
械
の
空
間
で
あ
っ
た
か
ら
、
触
繊
と
な
っ
て
い
た
禅
律
僧
が
王
家
の
中
陰
仏
事
を
損
う
こ
と
も
可
能
で
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
、
元
亨
四
年

（　

O
二
四
）
に
没
し
た
伏
見
上
皇
後
宮
藤
原
経
子
の
事
例
で
は
、
「
忌
陰
仏
事
等
、
一
向
頓
恵
上
置
被
二
沙
汰
　
云
々
、
葬
礼
同
上
人
沙
汰
也
」

（咽

ﾔ
園
天
皇
震
聾
同
年
十
月
十
一
日
条
）
と
、
三
福
寺
の
頓
恵
上
人
が
葬
送
と
中
陰
仏
事
を
執
り
行
っ
て
い
た
。
ま
た
㈲
後
花
園
法
皇
の
葬
送

を
担
っ
た
律
宗
寺
院
元
応
寺
長
老
が
、
「
御
患
中
播
沙
汰
」
（
『
大
日
本
史
料
』
八
－
四
磯
歴
代
皇
記
㎏
文
明
三
年
正
月
三
日
条
）
と
中
陰
仏
事
も
行

っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
中
陰
仏
事
は
禅
僧
は
も
と
よ
り
、
念
仏
僧
や
律
僧
も
勤
仕
で
き
る
も
の
で
あ
っ
た
。
十
世
紀
に
な
っ
て
整
備
さ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

た
触
繊
に
関
す
る
規
定
は
、
申
世
後
期
の
社
会
に
も
し
っ
か
り
と
根
を
下
ろ
し
生
き
続
け
て
い
た
の
で
あ
る
。
と
な
れ
ば
、
中
世
後
期
に
お
け

る
禅
律
僧
に
よ
る
中
陰
仏
事
の
勤
仕
も
異
例
と
す
る
の
で
は
な
く
、
正
面
か
ら
位
置
付
け
直
さ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
今
後
の
中
世
史
研
究
の
課

題
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

①
永
村
眞
「
中
世
東
大
寺
の
諸
階
層
と
教
学
活
動
偏
（
『
中
世
東
大
寺
の
組
織
と
経

　
営
翫
塙
書
房
、
一
九
八
九
）
。

②
大
石
雅
章
「
非
人
救
済
と
聖
朝
安
穏
扁
（
『
回
歴
中
世
社
会
と
寺
院
』
清
文
堂
、

　
二
〇
〇
四
）
、
同
門
中
世
寺
院
組
織
に
つ
い
て
」
（
『
龍
谷
史
檀
輪
～
二
四
、
二
〇

　
〇
六
）
。

③
細
川
涼
一
氏
は
、
律
宗
寺
院
内
に
律
僧
と
斎
戒
衆
と
い
う
身
分
構
成
を
確
立
し

　
た
こ
と
か
ら
、
律
僧
が
葬
礼
に
関
わ
り
得
た
と
指
摘
す
る
（
「
唐
招
提
寺
の
律
僧

　
と
斎
戒
衆
」
魍
中
世
の
律
宗
寺
院
と
民
衆
臨
吉
川
弘
文
館
、
｝
九
八
七
）
。

④
石
井
輝
義
「
律
令
国
家
の
喪
葬
扁
（
『
史
苑
』
五
七
⊥
、
一
九
九
六
）
。

⑤
虎
尾
達
哉
「
上
代
豊
門
使
考
」
（
『
律
令
官
人
社
会
の
研
究
㎞
塙
沓
房
、
二
〇
〇

　
六
）
、
榊
佳
子
「
古
代
に
お
け
る
天
皇
大
葬
管
掌
司
に
つ
い
て
」
（
『
国
立
歴
史
民

　
俗
博
物
館
研
究
報
告
㎞
　
一
四
一
、
二
〇
〇
八
）
。

⑥
岡
田
荘
罰
「
王
朝
国
家
祭
祀
と
公
卿
・
殿
上
人
・
諸
大
夫
制
」
（
『
平
安
時
代
の

　
国
家
と
祭
認
㎞
続
群
書
類
従
完
成
会
、
～
九
九
四
）
。

⑦
原
田
正
俊
、
「
は
じ
め
に
」
注
④
前
掲
論
文
。

⑧
平
安
時
代
末
期
、
藤
原
頼
長
も
『
新
儀
式
』
と
同
じ
原
則
を
記
し
て
い
る

　
（
『
六
下
雑
抄
睡
仁
平
二
年
四
月
十
八
B
条
）
。

（
大
阪
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
博
士
後
期
課
程
）
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throughout　aristocratic　society．　From　the　latter　half　of　the　11th　century，　in

the　pardons　carried　out　in　the　emperor’s　narne，　there　was　often　a　move　to

eliminate　pardons　for　those　related　to　the　appeals　of　the　shrines，　but　since

clemency　for　those　punished　as　result　of　appeals　by　the　shrines　meant

obstructing　the　realization　of　divine　will，　this　was　a　serious　act　betraying

divine　wishes，　and　in　this　sense　it　roots　were　the　same　．as　those　of　the

strengthening　of　taboos　on　pollution．　P，ardons　for　those　who　faced

punishment　as　a　result　of　the　appeals　of　the　ishrines　by　the　emperor　whose

existence　was　profoundly　linked　to　rites　for　native　deities　through　the

offering　rituals　was　a　violation　of　the　deities　intent　by　the　emperor　and

showed　an　absence　of　proper　respect　for　the　deities．　Being　aR　act　that　might

invite　the　curses　of　the　deities，　these　pardons　had　to　avoided．

　　Strange　pheRomena　at　shrines　were　also　portends　for　humans　of　the

possible　occurrence　of　curses　by　the　deities　and　signified　an　omen　warning

them　to　prepare　measures　to　deal　with　catastrophe．　The　curses　of　deities

were　never　unforeseen，　and　through　these　omens　providing　advaRce

warning，　people　could　see｝〈　measures　to　avoid　the　curses　that　were　attempts

to　respond　to　the　actions　of　such　people．　From　the　popularity　of　divinations

due　to　strange　phenomena，　oRe　can　clearly　see　a　change　in　the　character　of

deities，　i．　e．　the　appearance　of　medieval　deities　who　would　respond　to

appeals．　The　period　from　the　first　half　of　the　11th　century　to　the　middle　of

the　century　that　saw　the　increase　in　divination　due　to　strange　phenomeRa　at

shrines　was　the　turning　peint　in　the　appearance　of　deities　that　could　be

characterized　as　medievat

The　Structure　of　the　Division　of　Labor　between　Priests　and　Laity

　　　at　Funerals　during　Medieval　Times　and　Changes　Therein，

　　　　　　As　Viewed　through　an　Examination　of　lkko一　so一　zata

by

SHIMAZU　Talceshi

　　This　article　attempts　to　clarify　the　structure　of　the　division　of　labor　for

funeral　rites　that　were　performed　by　Buddhist　priests　and　laity　and　the

actual　conditions　of　tke　change　in　JapaRese　medieval　funeral　rites．

（　959　）



　　Past　studies　argued　that　those　who　took　part　in　funeral　rites，　performing

the　functions　of　nyabkan　（placing　the　body　into　a　coffin），　dabi　（cremating　the

corpse），　shckkotsu　（gathering　the　ashes）　and　so　on，　changed　from　ken－mitsu

（exoteric　and　esoteric）　Buddhist　priests　who　were　affiliated　with　the　core

hen－mitsu　temples　of　Enryakuji，　K6fukuji，　T6ji　etc，　to　priests　of　the　Zen，

Ritsu，　and　Nembutsu　sects　and　that　ken－mitsu　priest　conceRtrated　on　chu－in

伽おゆ（Buddhist　memorial　services　conducted　during三ntermediate　period，

chtiin，　between　death　and　rebirth）．　ln　addition，　it　was　understood　that　the

reason　for　this　was　that　ken－mitsu　priests　wished　to　avoid　funeral　rites　that

would　entail　shoku’e　（contact　with　the　impurities　of　the　dead）．　But　this

understanding　does　not　place　sufficient　weight　on　the　participation　of　the

Iaity　in　funeral　rites．・This　is　particularly　the　case　after　the　late　14th　ceRtury

when　the　practice　of　funeral　rites　that　was　so　often　described　as　ihfeo一　so一　zata，

which　has　been　understood　as　all　portions　of　funeral　rites　being　conducted

completely　by　priests　who　had　beeR　charged　with　these　duties　by　Zen，　Ritsu，

or　Nembutsu　lineage　temples，　and　thus　the　participation　of　the　laity　in

funeral　rites　was　hardly　considered．　ln　other　words，　it　is　Recessary　to　review

the　form　of　funeral　rites　to　see　how　they　were　conducted　and　practices

changed　from　the　point　of　view　of　those　who　practiced　funeral　rites　whether

they　were　priests　or　members　of　the　laity．

　　As　a　result　of　having　investigated　the　role　of　lay　participation　iR　funeral

rites　from　9th　century　to　16th　century，　1　have　revealed　that　the　form　of

funeral　rites　in　medieval　Japan　was　a　multi－tiered　system　that　was

constituted　of　a　supervisor　who　had　performed　all　the　rites　of　the　ikko一’　so－

zata　and　persons　who　managed　each　protocol　and　that　changes　occurred　in

this　multi－tiered　system　iRvolving　the　laity　and　priests　in　each　part．

Moreover，　I　have　clarified　that　the　clUtillろutsuj’i　in　which　ken一品勧priests

specialized　to　avoid　shoku’e　were　also　actually　places　of　shoku’e，　and　1　also

point　out　that　the　reason　that　has　been　assumed　responsible　for　this　change

is　not　valid．　Finally，　1　clarify　that　although　participation　in　funerary　rites

involved　shoku’e，　it　was　at　the　same　time　required　by　custom　and　filial　duty

and　therefore　ken－mitsu，　Zen－Ritsu，　and　Nembutsu　priests，　in　other　words

other，　those　who　had　taken　the　toRsure，　as　well　as　relatives　and　close　lay

advisors，　that　is　to　say，　members　of　the　laity，　faced　impurity　of　death　in　each

place．
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